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シンポジウムの背景・趣旨

　湿地は漁業、農業、観光業など人々のくらしの中で重要な役割を果たしています。2016年8月現在、

ラムサール条約の締約国数は169か国、世界全体で2241湿地がラムサール条約湿地として登録され

ています。日本のラムサール条約湿地は1993年に釧路でラムサール条約第5回締約国会議（COP5）が

開催された当時は9か所でしたが、現在は全国50か所に広がり、湿原、湖沼、河川、干潟、サンゴ礁、

水田など多様な湿地が登録されています。湿地とラムサール条約に関する人々の認識も格段に向上し、

小学校の教科書にも取り上げられるようになり、ESD（持続可能な開発のための教育）の促進と歩調を

あわせて環境教育が進みました。自治体、市民、NGOなどによる湿地やその生物多様性の保全のた

めの取り組みも、各地域で活発化しています。また、登録された湿地を軸に、関係自治体から成る全

国規模の「ラムサール条約登録湿地関係市町村会議」や、北海道内の関係者による「北海道ラムサール

ネットワーク」のように広域的で横断的な連携・協働の場が生まれ、2008年には「日本湿地学会」も

誕生しました。

　このように湿地保全上さまざまな進展があった一方で、ラムサール条約がめざす、条約に登録され

た湿地以外の湿地も含む全ての湿地の保全と賢明な利用、それらの前提となる人々の参加と、具体的

な計画に基づく管理については、まだ十分に実施されているとはいえず、さまざまな課題を抱えてい

る湿地も少なくありません。

　1996年に新潟市で開催された第１回「ラムサールシンポジウム新潟」では、湿地の保全や賢明な利

用に関する全国の取り組みや課題が発表され、国内の活動推進に大きく寄与しました。それから20

年が経過し、上に述べたように多くの進展もあれば、依然として残されている課題も浮上しています。

湿地の保全と賢明な利用のための行動をさらに進めるためには、改めて日本におけるラムサール条約

湿地をはじめとする湿地に関する取り組み、現状、課題などの総合的なレビューをおこない、湿地を

軸としたネットワークを築き、協働をいっそう強化することが必要です。そのような観点から「ラム

サールシンポジウム2016 in 中海・宍道湖」を開催します。

シンポジウムの目的

●  COP5（1993年）以降の日本におけるラムサール条約と湿地に関する取り組み、現状、課題のレビュー
●  これまでに国内で得られた湿地の保全と賢明な利用の経験・技術・手法等のとりまとめと共有
●  COP12で採択された「決議XII.9：CEPAプログラム2016-2024」の実施、とくに湿地管理者への支

援と関係者の連携の強化（CEPAとはコミュニケーション・能力養成・教育・参加・普及啓発の総称）
●  国内における湿地の賢明な利用のいっそうの促進
●   2017年に開催が計画されているアジア湿地シンポジウムに本シンポジウムの結果を発表して議

論を促進、さらに2018年のラムサール条約COP13（ドバイ）に両シンポジウムの結果を発信し、

COP13における議論に貢献する
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8月27日（土）

14:00～18:00 宍道湖エクスカーション（島根大学集合・申込制）

19:00～ 懇親・交流会（米子全日空ホテル「飛鳥」・申込制）

※17:30 ～　　「中海夕暮れコンサート」（湊山公園湖岸・参加自由）

8月28日（日）  「ラムサールシンポジウム2016 in 中海・宍道湖」開会（米子全日空ホテル「飛鳥」）

9:00～　 受付開始

9:30～10:00 開会式　　あいさつ（環境省、鳥取県、島根県、中海・宍道湖・大山圏域市長会）

10:00～12:45
　10:00～10:45

　10:55～12:45

中海・宍道湖セッション（一般公開・申込制）
　トークショー「中海・宍道湖とトゥギャザーしようぜ！」
　　　　　　　出演：ルー大柴さん
　　　　　　　神谷 要さん　米子水鳥公園ネイチャーセンター館長
　　　　　　　中畑勝見さん　宍道湖自然館（ゴビウス）館長

　事例発表：
　モデレーター：中村玲子　記録：瀬川涼、丸山永　

　よみがえれ、豊かで遊べるきれいな中海............................................................國井秀伸（中海自然再生協議会）
　ジオパークにおける宍道湖・中海―宍道湖・中海の生い立ち― ..............瀬戸浩二（島根大学汽水域研究センター）
　NPO法人中海再生プロジェクトの取り組み ..................................................新田ひとみ（中海再生プロジェクト）
　中海再生プロジェクト ..................................................................................奥森隆夫（未来守りネットワーク）
　斐伊川水系生態系ネットワークの取組～大型水鳥類と共に生きる流域づくり～

                       ..................................................................山本浩之（国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所）

14:00～17:30 セッション1：日本の湿地をとりまく状況はどう変わったか
　モデレーター：小林聡史　記録：岩﨑慎平

　基調講演：湿地の保全の20年と今後の展開............................................................  島谷幸宏（九州大学・日本湿地学会）
　事例発表：
　地球環境条約としてのラムサール条約  ..........................................................................  金子与止男（岩手県立大学）
　ラムサール条約と国内の湿地の保全  ............................................................................  辻田香織（環境省野生生物課）
　日本のラムサール条約登録湿地における戦後60年間の環境変化  .............. 安藤元一（ヤマザキ学園大学・ラムサールセンター）
　2005年のラムサール登録湿地20か所新規指定とその後 ............................................  名執芳博（日本国際湿地保全連合）
　生態系を基盤とした防災・減災（Eco-DRR）における湿地の役割について  ........................  古田尚也（国際自然保護連合）
　CEPAの拠点としての湿地センターの役割と重要性  ..................................................... 中村玲子（ラムサールセンター）
　米子水鳥公園における湿地間の国際交流 ...............................................................  神谷 要（中海水鳥国際交流基金財団）
　東京湾の人工海浜がつなぐ海苔のまちの記憶  .......................................................... 小山文大（大森 海苔のふるさと館）

　ラムサール条約登録湿地に北陸新幹線が通る  .......................................................  笹木智恵子（ウエットランド中池見）
　京都・伏見のヨシ原の歴史、現状と課題 ...............................................................................  赤松喜和（龍谷大学）

17:45～18:45 ポスター発表（米子全日空ホテル「飛鳥」前ホワイエ）
幼児から大人まで～米子水鳥公園における長期的環境学習プログラム～  ................ 桐原佳介（中海水鳥国際交流基金財団）
「遊び楽しみ味わう」体験こそ湿地を守る究極の近道  ............................................ 米田洋平（中海水鳥国際交流基金財団）
平潟湾 水質汚染からの回復と、過去30年間の鳥類調査  ....................................  山田悠生（関東学院六浦高等学校生物部）
育てよう！みんなの中海  .......................................................................................  奥森隆夫（未来守りネットワーク）
ラムサール条約湿地「東海丘陵湧水湿地群」での湿地保全と環境学習の取り組み  ................... 大畑孝二（日本野鳥の会）
宍道湖西岸に位置する入江（十四間川）の環境改善に向けての協働事業について ..........  越川敏樹（ホシザキグリーン財団）
ラムサール条約登録湿地宍道湖の畔にある宍道湖グリーンパークの施設特性と活動について

                                 .............................................................................................. 森 茂晃（ホシザキグリーン財団）
宍道湖自然館における団体利用者の学習利用の動向  ...................  田久和剛史（ホシザキグリーン財団・島根県立宍道湖自然館）
皆さん、中海に棲む魚や貝を知っていますか（古布で中海の魚貝を造りました） .................... 中原義之（ねこじゃらし）
湧水湿地研究会による東海地方の湧水湿地インベントリ作成  .............................................. 富田啓介（愛知学院大学）
愛媛県西予市におけるナベヅルのため池利用について  ...........................................  伊藤加奈（日本野鳥の会自然保護室）

1954年東京･新宿生まれ／日本語と英
語をトゥギャザーした話術の独自キャ
ラクターで活躍／ NHK｢みんなのうた｣ 
の「MOTTAINAI」をキッカケに富士山
麓の清掃活動などに取り組み、環境省
「いきもの応援団・生物多様性リーダー」
を務める。ドジョウ･メダカの採集や水
墨画、茶道（遠州流師範）など趣味多彩
／山野美容芸術短大客員教授。

ルー大柴

ラムサールシンポジウム2016 in 中海・宍道湖　プログラム
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8月29日（月）

6:30～8:30 中海エクスカーション（申込制）

9:00～12:30 セッション2：湿地を地域にどう役立てるか
　モデレーター：安藤元一　記録：牛山克巳
　基調講演：「蕪栗沼・周辺水田」、「化女沼」を核とした湿地の保全と活用  .........................  鈴木耕平（大崎市産業政策課）
　事例発表：
　沖縄県のラムサール条約登録湿地とこども環境会議について  ...........................................  賀数 弘（那覇市環境保全課）
　渡良瀬遊水地の賢明な利用（環境・自然学習）  ....................................... 久米田貴彦（小山市渡良瀬遊水地ラムサール推進課）
　住民が復活させた野焼きがくじゅう坊ガツル・タデ原湿原を守る  ......................  高橋裕二郎（飯田高原野焼き実行委員会）
　漁民の森づくりの実績と展望：里山・里川・里海の実現に向けて  ....................................... 岩﨑慎平（福岡女子大学）
　湿地の恵みを地域につなげる協働のあり方－KODOMOラムサールを例に  ............. 高橋朝美（環境パートナーシップ会議）
　ラムサール条約湿地に対する市民のイメージと湿地利用  ........................................................  淺野敏久（広島大学）
　日本の湿地が訪問客に選ばれるための持続可能な観光の国際基準

 　　　　　　　　 ........................................................ 高山 傑（アジアエコツーリズムネットワーク・日本エコツーリズムセンター）
　ESDから見た「湿地の文化」の取り組み  .................................................................................  笹川孝一（法政大学）
　湿地の文化的サービスに着目したプレイスブランディング：湿地資源の「n次利用」の提言
　　　　　　　　 ..............................................................................................  敷田麻実（北陸先端科学技術大学院大学）
　北海道小樽市小樽運河におけるCEPAの実践に関する考察  ............................. 竹川章博（上智大学大学院地球環境学研究科）

13:30～16:40 セッション3：湿地の管理に携わる人々の活動を強化するには
　モデレーター：神谷要　記録：大畑孝二
　基調講演：水鳥の保全と湿地センターの役割─伝え、つなげ、育てる場
　　　　　　　　  ...................................................  市川智子（東アジア・オーストラリア地域フライウェイパートナーシップ事務局）
　事例発表：
　ラムサール条約登録湿地関係市町村会議について

　　　　　　　　 ................................................ 柴田美貴（ラムサール条約登録湿地関係市町村会議事務局・名古屋市環境活動推進課）
　北海道の湿地と人をつなぐネットワーク活動  ...................................................... 牛山克巳（宮島沼水鳥・湿地センター）
　湿地のファンドレイジング  ...........................................................................  阪野真人（霧多布湿原ナショナルトラスト）
　次につなぐ　～地域への愛着を育むふるさと教育～  ..............................................  成田和博（豊岡市コウノトリ共生課）
　中学生～大学生だけで設立、運営する湿地学習のNGOユースラムサールジャパンの活動
　　　　　　　　 ................................................................................................. 佐藤湧馬（ユースラムサールジャパン）
　水田の生物多様性に関する政府とNGOの意見交換と、田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト
　　　　　　　　 ...............................................................................................柏木 実（ラムサール・ネットワーク日本）
　干潟生物市民調査法による津波後の生物多様性モニタリング ...................................  鈴木孝男（みちのくベントス研究所）
　ラムサール条約を活かした湿地保全活動－世界湿地の日 in 湖北－  .......  須川 恒（龍谷大学深草学舎・琵琶湖ラムサール研究会）
　釧路湿原におけるエゾシカ管理手法を探る  ....................................................................... 小林聡史（釧路公立大学）

16:45～17:30 まとめのセッション：これから私たちは何をしたらいいのか
　モデレーター：名執芳博　記録：新井雄喜

17:30 閉会

越後平野にかろうじて残された自然「里潟」―新潟市の取り組み―  .............  隅 杏奈（新潟市地域・魅力創造部 潟環境研究所）

京都・伏見のヨシ原の保全及び利活用事業  .......................................................................... 秋元省吾（龍谷0DEN）

都立葛西臨海公園における市民参加型環境管理イベントの取り組み  ...............................  大原庄史（生態教育センター）
根室市春国岱における協働によるハマナス群落復元の試み  ................. 善浪めぐみ（日本野鳥の会 根室市春国岱原生野鳥公園）

谷津干潟自然観察センターのCEPA活動と地域協働の取組み  ................................. 芝原達也（谷津干潟自然観察センター）
ラムサール条約を活かした琵琶湖湖北地方における世界湿地の日の活動（2011 ～2016）
　　　                         .....................................................................  須川 恒（龍谷大学深草学舎・琵琶湖ラムサール研究会）
ラムサール条約湿地登録干潟のワイズユースに係る県の役割と取組  .....  藤木美和（佐賀県県民環境部有明海再生・自然環境課）
自然と景観を守る都市と農村の交流施設「夕日の郷松川」  ......................  岩本宗一郎（大洗町地域おこし協力隊 夕日の郷松川）

博多湾東部の多々良川河口域における鳥類保全に関する取り組み  ................................ 富山雄太（九州大学工学研究院）
持続可能な環境教育の取り組みについて～ KODOMOラムサール湿地交流in浜頓別～
                                   ..................................................................................  小西 敢（浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館）　
侵入アオサ類によるグリーンタイドが谷津干潟の生態系に及ぼす影響  ................................. 矢部 徹（国立環境研究所）
湖北はくちょう米の創出とワイズユース ............................................................. 山口啓子（宍道湖・中海汽水湖研究所）
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よみがえれ、豊かで遊べるきれいな中海

ジオパークにおける宍道湖・中海－宍道湖・中海の生い立ち－

國井秀伸／中海自然再生協議会

瀬戸浩二／島根大学汽水域研究センター

中海は，かつては「豊饒の海」という言葉そのままの豊かな
水域で，昭和30年代前半頃までの中海には，オゴノリ，アオ
サ，ウミトラノオなどの海藻や，アマモ，コアマモなどの海
草藻場が広がり，オゴノリは寒天の材料として使われ，その
他の海藻やアマモも肥料藻として採草されていた．その頃の
中海では，海水浴場も設けられ，多くの人々が魚釣りや水泳，
貸しボートなどで遊ぶ姿が至る所で見られた．漁業も盛んで，
サルボウガイ，ウナギ，エビ類など様々な魚介類が漁獲され，
昭和30年代には年２千～９千トン程度の漁獲量があった．
しかし，昭和30年代に入り，中海に流入する生活排水や
農業・畜産・産業排水が増加し，中海では水質汚濁や富栄養
化が進行し，また沿岸帯における人工湖岸化も進んだ．さら
に，中海では干拓淡水化事業が昭和38年から開始され，平
成12年に干拓工事が中止されるまでのおよそ40年間に，水
門の設置や堤防工事などによる大規模な地形改変により，水
の流れが変わり，多くの浅場が失われ，およそ800万㎡に及
ぶといわれる浚渫窪地が残された．富栄養化による透明度の
低下や赤潮の発生，ヘドロの堆積，あるいは浚渫窪地からの
貧酸素水の湧昇による青潮現象などの結果，漁獲量はかつて

宍道湖・中海は，島根県から鳥取県にまたがる日本最大級
の海跡湖群である．このような湖沼の風景は，日常の中では
あって当たり前の存在であるが，実はいくつのも地質学的な
奇跡と言うべき現象によって生まれている．
ことの始まりは，実におよそ1700万年前に遡る．その時，

西日本は大陸の一部であった．その後200万年程度の時間を
かけて大陸から離れていった．日本海の形成でもある．その
当時の堆積物は宍道湖・中海周辺に見られ，出雲層群と呼ば
れている．その中で，およそ1300万年前の地層を見てみよう．
宍道湖南岸には布志名層が分布し，北岸には古江層が分布す
る．これらの地層から産出する化石を見ると，布志名層が浅
く，古江層は深い海の環境を示している．この時代は，どう
やら日本海に向かって深くなっているようだ．
日本海の形成後，西日本はフィリピン海プレートによって北
側に押されることになる．その影響を受けて，島根半島は東西
に長細く隆起し，宍道湖は沈降した．それによって宍道低地帯
が形成される．これは，宍道湖・中海の器そのものである．
汽水湖を成立させるためには，その器に海水を入れなけれ

ばならない．それは約70万年前から顕著になった氷期・間
氷期のサイクルに関係する．氷期では海水準が約150m下な
ので，現在の宍道湖・中海は完全に陸域である．最近の氷期
は約1万5000年前で，比較的短い時間に海水準は現在の水位

の10分の1以下に低下し，アマモ場は境水道の一部にわずか
に見られる程度にまで激減した．
中海自然再生協議会は，傷つき疲弊した中海の生態系を修

復するため，NPOを主体として平成19年に設立された自然
再生推進法に基づく全国19番目の法定協議会である．協議
会では，次のような全体目標と５つの推進の柱（大きな目標）
を定めた「中海自然再生全体構想」を平成20年にまとめた．
全体目標：「よみがえれ，豊かで遊べるきれいな中海」を

合言葉に，豊かな汽水湖の環境と生態系，そして心に潤いを
もたらすきれいな自然を取り戻し，かつての中海の自然環境
や自然循環を再構築する．

5つの推進の柱（大きな目標）：①水辺の保全・再生と汽水
域生態系の保全，②水質と底質の改善による環境再生，③水
鳥との共存とワイズユース，④将来を担う子供達と進める環
境学習の推進，⑤循環型社会の構築．
手探りで立ち上げた協議会は5期目を迎え，5年間を当面
の目途として開始された自然再生の第1期計画も今年が最終
年度である．共有することを誓った大きな目標に向かって，
これからも一歩一歩着実に歩んでいきたいと考えている．

まで上昇する．宍道低地帯には，約1万年前から侵入し，約
8000年前にはほぼ全域に海水が浸入した．それにより西側に
開いた古宍道湾と東側に開いた中海の内湾が形成されている．
古宍道湾には，斐伊川と神戸川が注いでいた．これらの河

川からは，大量の砕屑物が供給され，古宍道湾の西側を埋積
していった．特に神戸川は，それに大きく貢献したと考えら
れている．神戸川デルタの前進は，約8000年前から起って
いるようだ．海水準上昇期に前進すると言うことはそれ以上
に砕屑物の供給が多かっただろう．この砕屑物のほとんどは
三瓶山の火山性砕屑物であり，三瓶山の存在が出雲平野（狭
義）の形成に大きく関わったものと思われる．神戸川デルタ
の前進は，古事記に記載されている「神門水海」を急速に埋
積していたようだ．このような状況を当時の人々は見て，国
引神話が生まれたのかもしれない．
最後に1600年代の斐伊川東流イベント後の宍道湖の埋積
である．これは，たたら製鉄のかんな流しによって，大量の
土砂が供給されたことに起因している．埋積そのものは人為
的なものであるが，山陰の花崗岩に特徴的に含まれる磁鉄鉱
の存在が大きく寄与し，地質学的な現象の一つとも言える．
このように宍道湖・中海は地質学的な現象の複合的な要因

によって生まれた稀な汽水湖と言える．

キーワード

▲

自然再生　汽水域　循環型社会　海藻肥料　ワイズユース

キーワード

▲

生い立ち　日本海の形成　氷期・間氷期のサイクル　神戸川デルタ　かんな流し



7

NPO法人中海再生プロジェクトの取り組み

中海再生プロジェクト

新田ひとみ／中海再生プロジェクト

奥森隆夫／未来守りネットワーク

NPO法人中海再生プロジェクトは、米子市のケーブル
テレビ「中海テレビ放送」の番組がきっかけで発足しました。
2000年秋の政府による全国大型公共事業の見直しの対象と
なった中海。それを受けて、2001年より地域で中海の浄化
活動に取り組む市民や国、県、市といった行政が一緒に番組
出演し、これらからの中海のあり方について議論を繰り返し
ました。
その中でまとめた宣言文を基に「10年で泳げる中海」を目

標に掲げ、2002年に中海再生プロジェクトが生まれました。
当団体の主な活動は３つあります。ヨットやクルーザーで
中海を湖面から楽しみ、湖岸の施設で様々な団体のブースか
ら中海の現状を学ぶ中海体験クルージング・中海環境フェア。
中海の湖岸を10ｍ～50ｍに区切り、地域の様々な団体が決
められたエリアを責任を持って清掃にあたる中海アダプトプ

未来守りネットワークは、中海でアマモの移植・再生事業
を12年にわたり行ってきました。昭和40年代から始まった
中海干拓事業による浅場の消失により、限定された水域でし
か行えません。アマモが生息する湖底では、アサリの稚貝が
多く生息し、それを捕食するエイによってアマモが根から起
こされる被害が発生しました。また、中浦水門の撤去や森山
堤防開削後の海水流入によってオゴノリ類が大量発生すると、
移植したアマモ場に押し寄せて腐敗し、硫化水素が発生して
アマモが消滅しました。
そこで、繁殖しすぎた海藻を肥料として活用できないかと
鳥取・島根両県と協力して藻刈り事業を行い、海藻農法普及
協議会（農業者・漁業者・NPO法人・行政・企業により構成）
を立ち上げました。鳥取大・島根大とともに両県の各農地で
肥料形状の研究や試験栽培を重ね、海藻ペレットを開発しま
した。近年、水稲・根菜類・野菜・果樹等にも採用され、食味・
糖度が高く、生育も良く害虫に強いと評価されています。
この肥料を使用した安全・安心な農産物の栽培とブランド
化により、鳥取・島根両県の山間地域の農業再生・まちおこ
しにも取り組んでいます。3年前から、なかうみ産海藻肥料を

ログラム。中海ポスターコンクールや中海夕暮れコンサート
など、中海の未来の利活用について考える中海未来マップ。
その他にもいろいろな活動を行ってきましたが、そのほと

んどは、番組として中海テレビ放送で紹介し、市民の関心を
高めています。
その結果2011年には日本水泳連盟後援「中海オープン
ウォータースイム」を開始し、10年で泳げる中海という目標
をという達成しました。現在は日本水泳連盟認定大会として、
オリンピック代表選手が出場する大会として発展しています。
目標は決してゴールではありません。ここで活動をやめれ
ば、元の中海に戻ります。明確な文言での目標は、現在あり
ませんが、思いは、ラムサール条約と同じ「ワイズユース」です。
これからも中海の浄化はもちろん、中海の利活用による地域
の活性化を、様々な形ですすめていきたいと思っております。

使用したお米「海藻米」ブランドを立ち上げ、昨年から境港市
の学校給食米に採用され、日野町で栽培された献穀米にも全
国で初めてこの海藻肥料が使用されました。国や両県、中海・
宍道湖・大山圏域の経済・観光・農業・漁業等、多様な主体
が集って「生態系ネットワーク」を作り、人と大型水鳥類が共
生する地域づくりに向けた取り組みに中海の海藻肥料を活用
した海藻米ブランドの採用が提案されています。
この肥料に使用する海藻（オゴノリ）は、日本国内で肥料と
なる程の量は中海にしかありません。この固有の海藻は、毎
年約3万トン繁殖していると推測されています。海藻が吸収し
た栄養塩を外に持ち出すことは水質浄化にも繋がり、400年
以上前から行われた歴史があり、伝統でもあった先人の知恵
なのです。
未来守りネットワークでは、子供たちとアマモ場の再生を
行い、綺麗になった中海で泳ぎ、郡部と街の子供たちと田植
えや稲刈りによる交流を行っています。中海の海藻肥料で栽
培した「海藻米」を食べて、子供たちに遊びを通じた環境教育
を行い、山～川～海への循環と水と人との繋がりを大切にし
ています。

キーワード▶10年で泳げる中海　市民活動　メディアの利活用　産官学民の一体　中海の利活用

キーワード▶藻刈り　海藻肥料　海藻米　環境教育　循環

中海・宍道湖セッション
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斐伊川水系 生態系ネットワークの取組～大型水鳥類と共に生きる流域づくり～
山本浩之／国土交通省中国地方整備局出雲河川事務所

斐伊川水系は，ラムサール条約の登録湿地である宍道湖及
び中海の連続汽水湖を有するほか，過去に営まれてきた「鉄
穴流し」や取水のための「鯰の尾」などによって，多様な河川
環境が形成されている．そのため，西日本有数の水鳥の飛来
地となっており，斐伊川水系は希少な大型水鳥が安定的に生
息できるポテンシャルが高いと考えられている．
斐伊川水系ではこれらの特色を活かし，5種群の大型水鳥
類を指標とした自然環境の保全・再生と，地域経済の活性化
が両立した「斐伊川水系生態系ネットワーク」の形成を目指し
た取り組みを行っている．
わが国の河川や湖沼・水田といった水辺に暮らす希少な大
型水鳥類は，ガン類・ハクチョウ類・ツル類・コウノトリ・
トキの5種群と言われており，斐伊川水系はこれら5種群の大
型水鳥類全てが安定的に生息可能な潜在性を有しており，日
本で唯一の地域となりうる可能性がある．
斐伊川水系生態系ネットワークの取り組みでは斐伊川水系

を軸に山陰の中核地域である米子市，境港市，松江市，出雲市，
安来市の5市を対象とし「大型水鳥類と共に生きる魅力的な流
域づくり」を目標に，「河川を軸として地域の自然を広げ，繋

ぐこと」，「地域の魅力や活力の向上に繋げる」，「人と自然，人
と人との絆を深めること」の3つの基本方針を軸に取り組みを
進めている． 
生態系ネットワークの取り組みにより，自然環境の保全・

再生と，地域経済の活性化を図るためには，多様な主体の連
携と協働が不可欠である．そのため，平成27年度より圏域内
の関係機関や専門家，民間団体等多様な主体が集まって意見
交換等を行う「検討協議会」及び「生息環境づくり部会」「地
域づくり部会」を設置し，運用を開始した．生息環境づくり
部会では，大型水鳥類が暮らしやすい流域づくりを考え，保
全・整備を進めていく事業候補地として4拠点（神戸川・斐伊
川・宍道湖周辺域）が抽出された．地域づくり部会では，大
型水鳥類の魅力を活かす仕組みについて考え，農業と観光の
2つの柱で展開していくことを確認した．
今後の展開としては，大型水鳥の生息環境向上に資する具

体的な実施計画を検討し，河川環境の整備を行っていくとと
もに大型水鳥類を通じたツアーの商品化や環境保全型農業の
取り組みの拡大などの地域振興につながる具体的な方策の検
討を進めることとしている

キーワード▶生態系ネットワーク　大型水鳥類　地域活性化　自然環境の保全・再生
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基調講演　湿地の保全の20年と今後の展開

地球環境条約としてのラムサール条約

島谷幸宏／九州大学工学研究院環境社会部門・日本湿地学会

金子与止男／岩手県立大学

我が国では、21世紀初頭の2003年より自然再生推進法が
施行され、自然を再生するという新しい試みが開始された。
全国で湿地を中心に50を超えるプロジェクトが実施されて
きている。さらに、コウノトリ（2005年開始）やトキ（2008
年開始）の試験放鳥も始められ、21世紀は環境の世紀にふさ
わしい、最初の10年の幕開けであった。しかし2011年の東
日本大震災を契機に国土管理に対するマインドは一変する。
津波災害の甚大さを前に、国土管理の方向性は防災に大きく
シフトし、国土強靭化を旗印に、環境に対する関心や意識も
いったん後退してしまった。
しかし2015年を契機にまたムードが変わりはじめた。政

府の国土形成基本計画にグリーンインフラが位置付けられ
た こ と、Eco-DRR（Ecosystem-based solutions for based 
disaster risk management）の概念が普及しはじめてきたこと
など、防災や環境が融合した形での国土の環境問題に対して
大きな注目が集まるようになってきた。
グリーンインフラは2000年後半より、欧米で始まり、ヨー

ロッパでは地球温暖化適応策あるいは生物多様性の保全のた

ラムサール条約は1972年に作成された。ワシントン条約
が作成されたのが1973年、生物多様性条約と気候変動枠組
条約が1992年であることから、数ある地球環境条約のなか
でも古い部類に属す。これら4条約を比べると、後の2条約
が枠組み条約であるのに、前の2条約は条約の規定が非常に
具体的であるという特徴がある。
生物多様性条約、ラムサール条約、ワシントン条約が成立
する上で、非常に重要な役割を果たしたのが、国際自然保護
連合（IUCN）であった。IUCNは、世界の絶滅のおそれの
ある動植物のリストであるレッドリスト作成でよく知られて
いるが、これら3条約の条文の原案を作成したのもIUCNで
ある。
ほぼ同時期にできたワシントン条約と比べてみよう。ワシ
ントン条約は、国際取引を規制することにより、野生生物の
保全に貢献しようとするもので、個別の種が対象である。一

めに、アメリカでは都市の雨水管理のために用いられようと
している。グリーンインフラの要素としては、湿地、海岸林、
自然公園、緑道、屋上緑化、雨水植栽ます、有機農業、自然
豊かな河川、ビオトープなどの自然的あるいは半自然的空間
があげられる。これらのグリーンインフラの要素が連結する
ことによって、大きな価値を生む。
グリーンインフラは多面的な価値や機能を持ち、持続可能

なため、さまざまな課題解決ツールとして期待されている。
特に災害分野ではEco-DRRが国際的に注目されている。

Eco-DRRは、人工物による対策に比べ、費用が一般的に安
価である。さらに生態系は多面的な価値を持ち、平常時には
人類に生態系からの恵みを提供してくれる。このEco-DRR
の主役はマングローブ林や海岸林、サンゴなどの湿地が主役
である。
このようなグリーンインフラの考え方は、湿地保全の基本

理念であるワイズユースがベースにある。私はグリーンイン
フラに期待しているが、今後の日本あるいは世界の課題解決
につなげることは可能なのだろうか？

方で、ラムサール条約は個別の種ではなく、湿地生態系全体
を保全することを目的としている。
ラムサール条約には、wise use（賢明な利用）という用語が
出てくる。条文の日本語訳を見ても、賢明な利用という言
葉は見当たらない。日本語訳では、「適正な利用」となってい
る。賢明な利用という用語は定義が曖昧だという指摘があっ
た。このため、1987年の会議で賢明な利用の定義がなされた。
さらに、2005年の会議で再定義された。それによると、「持
続可能な発展という枠組みの中で、生態系アプローチにより、
生態学的特徴を維持すること」となっている。ワシントン条
約で賢明な利用に該当する言葉は出てこない。ただし、条文
の前文、条約Ⅳ条から同等な哲学が見えてくる。
以上のことを概観するとともに、国内の湿地の保全の課題、

NGOによる条約への関与のあり方など、私見を述べること
としたい。

キーワード▶自然再生　トキ　コウノトリ　ワイズユース　グリーンインフラ　Eco-DRR

キーワード▶地球環境条約　賢明な利用　生態系の保全　個体の保全

セッション１：日本の湿地をとりまく状況はどう変わったか
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ラムサール条約と国内の湿地の保全

日本のラムサール登録湿地における戦後60年間の環境変化

辻田香織／環境省自然環境局野生生物課

安藤元一／ヤマザキ学園大学・ラムサールセンター

ラムサール条約は湿地の保全とワイズユースの推進を目的
としている。この２つの目的を達成するために、コミュニケー
ション、能力構築、教育、参加、普及啓発といった活動の総
称「CEPA（セパ）」も条約の3本目の柱として重要である。

1999年以降、条約では登録湿地の数の倍増を目指してき
ており、我が国も2005年にはそれを達成するなど登録湿地
の数と面積は着実に増加してきた。一方、条約の発効から
40年を迎えた2015年に採択された条約の戦略計画では、登
録湿地数を単に増大することよりも、湿地の保全とワイズ
ユースの社会における主流化や、登録湿地の効果的な保全と
管理を重視しているといえる。
我が国でも2005年には登録湿地の倍増を果たし、2015年
には登録湿地数も50に達した。我が国では、国立・国定公
園や国指定鳥獣保護区などへの指定によりそれらの湿地の保

本研究では50カ所のラムサール条約国内登録湿地とその
周辺にどのような長期変化が起こっているか調べるため、国
土地理院のWebサイト「地図・空中写真閲覧サービス」に掲
載された1945～1950年と2000～2010年の航空写真を比較
した。調べた環境変化は次の15項目である。

1）乾燥化による開水面縮小、2）土砂堆積・流失、3）砂浜
退行、4）湿地内植生、5）湖岸植生、6）湿地近隣樹林、7）湿
地近隣樹種変化、8）農地拡大・放棄、9）圃場整備、10）干
拓・埋立て、11）人工護岸化、12）都市域拡大、13）観光開発、
14）インフラ整備・工業開発。
これら項目を次のスコアで評価した。
0） 変化なし、1）一部に変化、2）画面の2割以上が変化、3）
顕著に変化。
影響要因別にみると、最も大きな変化は湿地近隣の樹林面
積増加（スコア合計41.5点）であり、釧路湿原、尾瀬、奥日
光などでは湿原の乾燥化と連動していた。河辺林や植林地面
積の増加や管理不足による里山林の増加も顕著であった。イ
ンフラ整備・工業開発（38.8）、開水面積の縮小（34.7）、圃
場整備（26.5）、干拓・埋立て（25.2）、農地拡大・放棄（23.0）
による変化も多かった。他方、観光開発（3.3）、湿地近隣樹

全を担保するとともに、関係する多様な主体が参加する協議
会などによりワイズユースやCEPAの取組が進められてい
る。
環境省では、交付金事業によりそうした協議会を支援する

とともに、拠点施設を整備したりその運営に協力することで、
多くの関係者とともに、様々な湿地の保全とワイズユースに
かかる活動を進めてきた。また、湿地の経済価値評価などの
試行やワイズユース事例の普及などにより、湿地の価値とそ
の重要性をより多くの人々に正しく理解してもらえるよう努
めている。
環境省では、引き続き、関係省庁や関係自治体、関係

NGOの方々と連携して、国内の湿地の保全とワイズユース
の主流化を進めていく所存である。また、湿地保全のための
国際的な協力関係の強化も図っていきたい。

種変化（5.7）、砂浜退行（7.2）などの影響は相対的に少なかっ
た。
湿地別のスコアをみると、沼全体が干拓された仏沼（18.5）
が最も高く、開水面の縮小した伊豆沼・内沼、化女沼、人工
化の進んだ渡良瀬遊水地、周辺が大規模に埋立てられた谷津
干潟、水田耕作が放棄された中池見湿地、湖岸の人工化が進
んだ琵琶湖、谷戸の樹林化が進んだ円山川下流域、泥干潟か
らマングローブ林に変化している漫湖がそれぞれ10.0以上
であった。変化レベルを地形別にみると、平地湿地で最も大
きく（平均7.2， n=26）、雨竜沼湿原、立山弥陀ヶ原・大日平
などの山間湿地（2.3， n=8）では顕著な変化が見られなかった。
今回の方法では水質、水量季節変化、水鳥などの鳥類相、

外来種などによる水中生態系の変化などは分析できない。法
制度や地域住民の湿地への関心度など、人と湿地との関わり
も同様である。登録湿地の面積が場所によって大きく異なる
ので、同一縮尺の画像で比較できなかったことは、調査方法
の問題点である。
今後の課題としては、ラムサール登録湿地における変化を

非登録湿地のそれらと比較し、ラムサール登録湿地となるこ
との有効性を検証したい。

キーワード▶ラムサール条約　条約湿地　協働　主流化

キーワード▶地図・空中写真閲覧サービス　樹林面積増加　乾燥化　1950年　2010年
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セッション１：日本の湿地をとりまく状況はどう変わったか

2005年のラムサール条約登録湿地20か所新規指定とその後

生態系を基盤とした防災・減災（Eco-DRR）における湿地の役割について

名執芳博／日本国際湿地保全連合

古田尚也／国際自然保護連合

演者は、2005年当時環境省に在籍し、ラムサール条約登
録湿地の20か所新規指定に携わった。1999年のラムサール
条約COP7で採択された決議で、6年後のCOP9までに登録
湿地を2,000か所以上とする湿地倍増の短期目標が掲げられ
るとともに、「水鳥類の渡来地として重要な湿地」から「生物
の多様性、生態系として重要な湿地」へと重点を移すことが
求められていた。
これを受け、日本としても、COP9までに登録湿地を22

か所以上（新規指定9か所以上）とする目標を掲げ、水鳥ばか
りに着目するのではなく、様々なタイプの湿地を登録するこ
と、地域バランスを考慮することを基本方針として候補地
の選定にあたった。具体的には、各分野の専門家による検
討会を設置し、2001年に環境省が公表した「日本の重要湿地
500」をもとに、例えば湿原であれば、北海道は200ha以上、
本州以南は100ha以上というようなそれぞれのタイプの湿地
に妥当と思われる選定基準案を検討し、合致した候補地につ
いて、さらに保護区の設定状況・設定の可能性の情報を重ね

近年、マングローブ林の高潮に対する減災効果、湿地の
有する洪水調整機能など、生態系を基盤とした防災・減災
（Ecosystem-based Disaster Risk Reduction）に関する注目
が国際的に高まっている。2015年3月に仙台で開催された
第3回国連世界防災会議で採択された「仙台防災枠組み」で
は、生態系の防災・減災に果たす積極的な役割が明記され
た。これに加え、2014年10月に韓国で開催された生物多様
性COP12では、「決議XII/20生物多様性と気候変動と防災・
減災」が採択され、生物多様性条約のもとでも生態系や生物
多様性の果たす防災・減災への役割についての議論が始まっ
た。また、特に湿地に関しても、2016年6月にウルグアイで
開催されたラムサール条約COP12において「決議XII/13湿
地と防災・減災」が採択され、マングローブ林等湿地の防災・
減災に果たす役割が着目されている。
こうした国際レベルの動きに加え、国や地域レベルでも生
態系を基盤とした防災・減災への着目が進んでいる。米国で
は、2013年に発表されたハリケーン・サンディ復興計画の

合わせた。これらにより絞り込まれた候補地について、地元
自治体等との調整を行い、最終的に20湿地の登録に至った
ものである。

13湿地が33湿地となり、登録湿地がネットワークらしく
なり、お互いの情報交換で得るものが多くなったことは間違
いないと思われるが、COP9に向けた湿地の登録は、地元か
らの要望が受けるのではなく、トップダウン方式で進められ
たため、登録後地元にどのように受け止められているかが特
に気になるところである。
昨2015年は登録後10年であった。20湿地に当たったとこ

ろ、3分の2の湿地で何らかの形で登録10周年記念行事等が
行われていた。記念行事等実施の有無だけで何かを判断する
ことはできないが、少なくともラムサール条約や湿地への認
識が地元で定着しつつあるかどうかの指標にはなるのではな
いかと考える。
ラムサール条約への湿地の登録における課題、湿地と地元

との関係等について振り返ってみたい。

中で、ニューヨーク等ハリケーンサンディに被災した沿岸地
域における生態系を基盤とした復興アプローチが全面的に打
ち出された。さらに、2015年8月には国家科学技術委員会か
ら連邦政府諸機関に対して、沿岸地域のグリーンインフラに
関する研究を進めるための提言が公表され、10月にはホワ
イトハウスから今後のあらゆる連邦政府の意思決定に生態系
サービスを考慮するよう指示が出されている。欧州において
も、例えばオランダでは、1996年から河川幅の拡張や湿地
の再生などを含む河川改修の国家的事業Room for the River
が2015年にかけて実施された。また、より最近では2008
年から民間事業者が主導して自然と共生した事業Building 
with Natureが試行されている。欧州委員会も、こうした動
きを後押しすべく新しい研究開発事業Horizon2020の中で、
EcoDRRに関連する研究課題を推進している。
本発表では、こうした生態系を基盤とした防災・減災に関

する国際的な政策、事業、研究の動向について紹介を行う。

キーワード▶ラムサール条約登録湿地　人々の認識　賢明な利用　湿地の恵み

キーワード▶防災　減災　EcoDRR
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CEPAの拠点としての湿地センターの役割と重要性

米子水鳥公園における湿地間の国際交流

中村玲子／ラムサールセンター

神谷 要／中海水鳥国際交流基金財団

ラムサールセンター（湿地と人間研究会）をスタートさせ
た1990年５月当時、日本のラムサール条約登録湿地は北海
道の釧路湿原、クッチャロ湖、宮城県の伊豆沼・内沼の３
か所だった。釧路湿原には1987年、国立公園指定を契機に
自然公園法にもとづくビジターセンターが設置され、その
後クッチャロ湖にクッチャロ湖水鳥観察館が、伊豆沼・内
沼には伊豆沼・内沼サンクチュアリセンターがオープンし
た。1991年に北海道のウトナイ湖が、1993年には霧多布湿
原、厚岸湖・別寒辺牛湿原、片野鴨池、谷津干潟、琵琶湖の
５か所が追加登録されたが、いずれにも環境省の設置した水
鳥・湿地センターまたは同様の機能を持つ拠点施設が設置さ
れている。これら拠点施設は、ラムサール条約とその基本精
神である湿地のワイズユースの推進に大きな役割を果たすと
ともに、日本の環境運動の先導役として人々の環境認識の向
上に大きく貢献してきた。施設の管理、運営、利用に多くの
NGOや市民団体が関わり、住民参加の受け皿としても機能
してきた。

2005年に登録湿地は33か所に、2016年現在は50か所にな
り、地理的にも全国に広がり、多様なタイプが登録されてい

米子水鳥公園は、鳥取県と島根県にまたがるラムサール条
約登録湿地「中海」の湖岸にある野鳥の保護区（28.8ha）であ
る。当初は、中海干拓事業の彦名工区の一部であった場所を、
米子市が市民の要望を受け買い上げ、米子水鳥公園として整
備した場所である。冬には、コハクチョウをはじめ、マガン、
ヘラサギ類など様々な野鳥飛来する西日本有数の野鳥公園で
ある。ここにはネイチャーセンターが設置され、自由に野鳥
観察を楽しめるほか、レンジャーの指導による観察会や子ど
もラムサールクラブなどが実施されている。
このネイチャーセンターと米子水鳥公園を管理する公益財
団法人中海水鳥国際交流基金財団（以下、財団）は、水鳥に
関する国際交流の進展を目指して、米子市と鳥取県が半額ず
つ基金を寄付して設立された。ラムサール条約登録湿地が国
内にほとんどなかった当時、水鳥と国際交流は縁遠く思われ
た。しかし、鳥類に対する発信機や標識の調査によって、米
子水鳥公園と海外の湿地のつながりが明らかとなり、同じ
野鳥を守る仲間として少しずつ海外との交流を深めていっ

る。登録湿地は条約に基づき計画と管理が求められ、そのた
めの拠点施設として国が設置した水鳥・湿地センターをはじ
め関係自治体や民間によるなんらかの施設が開設されている
が、なかには、まったくそうした施設のないものもある。
ラムサールセンターは2003年からラムサール条約登録湿

地の子どもたちの域外交流をすすめるCEPAプログラム「子
ども湿地交流（KODOMOラムサール）」を継続するなかで、
開催湿地の拠点施設を積極的に利用してきた。その経験から、
拠点施設の有無と、積極的な子どもの参加には相関関係があ
る。拠点施設のある湿地からは継続的な子ども参加や、複数
のプログラムへのリピート参加が多い。参加した子どもたち
に触発されて子どもクラブや湿地環境教育プログラムが開発
され、子どもを通じて地域とのつながりが強化され、ファシ
リテーターが育ち、次世代の湿地管理の担い手予備軍が着実
に育ちつつある。湿地センター、ビジターセンターなどの拠
点施設は、決議XII.9「CEPAプログラム2016－2014」でも
強調されているCEPA推進の拠点としてばかりか、持続可能
な社会のための人づくり（ESD）の基地としての重要な役割
を担っている。

た。また、2005年の中海のラムサール条約登録後は、鳥取
県・島根県の連携事業として、子供たちの交流事業を請け負
い、国内外の様々な湿地へ子供たちを派遣したり、逆に招聘
したりして湿地間の交流をすすめた。
この交流に参加した子供たちは、交流会で自分たちの地域

の湿地を紹介することによって地域に誇りを感じたり、他の
地域の活動や湿地を見ることによって、中海でのより多くの
活動に参加するようになったりするなどの効果をもたらした。
さらに、参加した子供たちには、「同じ釜の飯を食べた」とい
う強い仲間意識が生まれ、米子水鳥公園に集まる子供たちに
強い人間関係を生み出した。これらの成果は、子供たちに高
い湿地保全に対する意識をもたらし、自ら水鳥の生息地を守
る活動をしたいと「Jr.レンジャークラブ」の結成につながっ
た。また、子供たちの保護者からも、湿地の保全を進める新
たな人材があらわれるようになった。
このように、湿地間の交流は、湿地保全の取り組みを次世

代へ広げることにつながっている。

キーワード▶CEPA　湿地センター　湿地環境教育　子どもクラブ　住民参加

キーワード▶水鳥　湿地保全　調査　国際交流　中海
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セッション１：日本の湿地をとりまく状況はどう変わったか

東京湾の人工海浜がつなぐ海苔のまちの記憶

ラムサール条約登録湿地に北陸新幹線が通る

小山文大／大森 海苔のふるさと館・海苔のふるさと会

笹木智恵子／ウエットランド中池見・ナチュラリスト敦賀 緑と水の会

海苔の養殖は江戸時代に東京湾で始まったとされ、湾内で
も環境が特に適していたことなどから、大森が養殖の中心地
となった。大森の養殖技術は日本各地に伝えられ、いくつも
の海苔生産地を生みだした。1963年、埋立て計画により約
300年の歴史をもつ当地での生産は終了した。当時は、大森
村だけで約1,000軒の海苔漁家があった。
生産終了以降、海苔生産用具は散逸しはじめていたが、元
海苔生産者自身が収集し、保存展示施設を求めて署名を募っ
た。その動きを受けた地元大田区はその用具を中心として郷
土資料室を開設し、その後、郷土博物館へと発展した。
他にも「大森漁業史」の編纂と出版、地域小学校での体験
指導など、先人から受け継いできた海苔のまち大森の歴史
を後世へ伝えたいという地域住民の願いは絶えることなく、
2007年に人工海浜を有する大森ふるさとの浜辺公園、2008
年に「大森 海苔のふるさと館」の開設へとつながった。
館では国の重要有形民俗文化財に指定されている生産用具
展示のほか、実際に自分の手、体を使って用具の使い方、先
人の工夫を体験する「海苔簀編み体験」や「海苔つけ体験」な
どの参加体験型の催し物を毎月行い、その指導には元海苔生
産者があたっている。また、人工海浜が近くにあることで、

2012年にラムサール条約登録湿地となった福井県敦賀市
の中池見（なかいけみ）湿地。この湿地の重要な集水域とし
て登録範囲に含まれている深山（みやま・167m）に北陸新幹
線のトンネル（900m）が掘削されることになった。私たちは
アセス時から中池見周辺を通るルートを問題視していたとこ
ろ、さらに湿地に近い位置でのルートで申請、着工認可がお
りた。
これについて、ラムサール条約事務局長はじめ、関係者に
現地視察を要請し、コメントをいただくなど、見直しを求め
ての運動の結果、鉄道建設機構は中池見周辺のルートを再度
変更、認可を申請。

実際に昔の用具を使って海苔を育てることが可能になり、技
術や知識の継承と往時の景観の再現とを目的にした海苔の生
育活動を行なっている。
海のことを学ぶ催し物「浜辺の生き物探検隊」や「浜辺の小

さな生き物観察会」など自然環境教育も実施している。公園
とふるさと館がある場所も以前は海だったところであり、埋
立てによって海は生活から遠く隔たってしまったが、海につ
いて学ぶことは地域に欠かせない活動である。
館の運営は、特定非営利活動法人海苔のふるさと会が大田

区から業務を受託して行なっている。前述した催し物以外に
もNPOの自主活動として、絵本の読み聞かせや季節ごとの
季節飾りづくりなどを行ない、地域の歴史を継承していく次
世代の来館促進や異世代交流、自然に親しむ感性の醸成を
図っている。
以上のように、大森 海苔のふるさと館という拠点施設を

中心にして、道具類の展示や体験講座などで地域の歴史を伝
えるとともに、近くの人工海浜を活用した海苔作業の再現や
自然環境教育を行なっている。歴史という過去をメインテー
マにしながら、歴史を継承していく次世代の育成という未来
も視野に入れた幅広い事業を展開している。

変更認可を受けて事後調査アセス、中心線測量を終え、来
年度着工予定で現在、地盤調査ボーリングと用地買収交渉に
入っている。トンネルは深山を南北に標高67m～50mに掘
削予定。湿地への地下水供給の重要な集水域が破壊され、世
界に誇る厚さ40mの泥炭層への影響が懸念されている。
緻密な地盤調査、水文調査と地下水脈の把握が最重要課題

となっている。鉄道建設機構へは、日本自然保護協会などと
連名で、ラムサール条約の決議（環境影響評価及び戦略的環
境影響評価：科学技術的手引きの改訂版）に則って進めるよ
う要求している。

キーワード▶産業・技術・文化の継承　拠点施設　地域学習　世代間交流　ふるさとづくり

キーワード▶ラムサール条約登録湿地　北陸新幹線ルート　集水域　地下水脈　泥炭層
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京都・伏見のヨシ原の歴史、現状と課題
赤松喜和／龍谷大学政策学研究科

京都市伏見区の宇治川河川敷には約35haのヨシ原が残存
しており、近畿地方では最大のツバメのねぐらとして機能し
ている。かつては10社以上のヨシ業者が生業としてヨシ刈
りとヨシ焼きを行い、伏見港から全国へヨシを出荷してい
た。このように毎年の刈り取りと野焼きという半栽培的な管
理サイクルを通してヨシ原の手入れを行い、生業を営んでい
た。しかし、現在は一社のみとなり、主として屋根材として
使用している。近代工業化による産業構造やエネルギー構造
の変化と都市生活型のライフスタイルの浸透によって、石油
由来の素材がかつてのヨシ等の天然素材に取って変わるよう
になった結果、ヨシの需要が激減し、ヨシ産業の衰退につな
がった。ヨシ産業の衰退は人手によって管理サイクルが成り
立っていたヨシ原の循環システムを破壊し、ヨシ原が育んで
きた生物多様性に潜在的な危機をもたらすようになった。
伏見のヨシ原は、ツバメのねぐら地として機能を含む豊か
な生物多様性を育む場になっている点、そして地域の伝統祭
の一つである三栖の炬火祭の原料供給地として利用されてい
る点からすると、ヨシ原は地域社会の伝統産業・自然環境・

地域文化を支える社会的意義（必要性）を有しており、人工
的な管理が重要である。
滋賀県琵琶湖のヨシ原の場合は、地域住民による保全活動

や新たな商品開発といったヨシ原の維持・管理の重要性と必
要性が地域社会に一定程度浸透している。しかし、伏見のヨ
シ原は管理主体が限られており、保全の大切さが地域社会の
中で必ずしも共有されていないのが現状である。現在は龍谷
大学の学生団体と地域住民団体が協働して環境教育を中心と
したヨシ原の保全活動を展開し、認知度の向上に努めている。
本発表では、伏見のヨシ原がどのように形成されてきたか

に焦点を当て、淀川水系の河川改修公共事業と地域自然資源
の相克関係について紹介する。もともと、この地には面積約
790haの巨椋池という広大な遊水池があり、豊かなヨシ原が
存在した。度重なる洪水被害に抗して治水事業を重ねた結果、
大半のヨシ原は消失し、その一部が現在のヨシ原として河川
敷に残存するようになった。淀川の改修工事は、上流域の宇
治川の自然環境を改変しただけではなく、その自然環境と共
に歩んできた地域の伝統産業や文化にも負の影響を与えた。

キーワード▶ヨシ原　産業　文化　生物多様性　公共事業
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セッション2：湿地を地域にどう役立てるか

基調講演　「蕪栗沼・周辺水田」、「化女沼」を核とした湿地の保全と活用

沖縄県のラムサール条約登録湿地とこども環境会議について

鈴木耕平／大崎市産業経済部産業政策課

賀数 弘／那覇市役所環境部環境保全課

大崎市は宮城県北部に位置し、2つのラムサール条約湿地
「蕪栗沼・周辺水田」と「化女沼」を有しており、周囲には1万
ヘクタールを超える水田地帯が広がっている。

2つの湿地は、マガンをはじめヒシクイやオオハクチョウ、
コハクチョウといった大型のガンカモ類が多数飛来する湿地
である。特にマガンは、近接する「伊豆沼・内沼」も含めて
国内最大級の越冬地で、厳冬期には国内飛来数の約8割が確
認されている。
そのため本市では、渡り鳥に選ばれた地域として２つのラ

ムサール条約湿地を核に、湿地の保全と賢明な利用を目指
し、それぞれの湿地の保全活用計画を策定し取り組んでいる。
保全活用計画は市民、PO、農業団体、研究者が委員となり、
関係行政機関が参画する「大崎市ラムサール条約湿地保全活
用委員会」によって進捗管理を行っており、関係者が一堂に
会し、情報共有と保全活用の方向性を議論する場となっている。
両湿地の保全を考えるには、象徴種であるマガンやヒシク
イの生息環境の保全が求められ、両種ともに水深の浅い「沼
（ねぐら）」と「水田（餌場）」の2つの環境がそろっていること
が生息の条件である。沼の保全と活用は主にNPOが担って
おり、動植物の調査や外来種駆除、エコツアー、ヨシのバイ
オマス利用、環境学習など普及啓発活動が行われている。

沖縄県は県内に5つのラムサール条約湿地があり、北海道
に続き登録数の多い県となっています。各湿地間の連携をと
るため、漫湖・水鳥湿地センターを中心に、こども環境会議
を開催しています。
漫湖、名蔵アンパルは河口干潟、久米島は渓流のキクザト
サワヘビの保護、慶良間諸島はサンゴ礁海域、与那覇湾は海
岸の砂干潟と、渡り鳥以外にも生物多様性には大きな違いが
あり、各地で活動する他のこども達との交流が、湿地保全に
対する意識啓発となっています。
沖縄県内の登録湿地のなかで、地域産業へ直接関わってい
るのは慶良間サンゴ礁海域です。座間味村では、観光客の年
間入域観光客数が平成22年には８万人あったものが、23年
の震災後は、７万人にまで落ち込みましたが、昨年は入域観
光者数が10万人を超え、今年度も順調に推移しています。
久米島ホタル館側の渓流も、赤土の堆積による環境の攪乱
があります。土砂の撤去を機械化ではなく、子供たちの自主
的な遊び場作りのなかで、生き物の場所作りとなっていくこ
とを体験しています。

水田に関しては、農家や農業団体によって豊かな地域の景
観形成が築かれ、「ふゆみずたんぼ」の実施など環境保全型農
業による二次的な自然環境の保全、企業との連携による商品
開発、NPOや消費者と連携した田んぼの生きもの調査や農
業体験が盛んである。
一方で沼の陸地化や水環境の悪化、観察マナーや沼への理

解の普及、生きものに配慮した農業の更なる普及などの課題
も残されている。
そのような中、今年度の本市の主要な取り組みとしては，

次のとおりである。
① 次世代育成（6環境NPOと連携した学外学習「おおさき
生きものクラブ」の運営）

② 情報発信と学習の場の検討（環境教育ゾーンの整備及び
情報発信方法の検討）

③ 湿地間の連携事業（伊豆沼・内沼や東北地域の他の湿地
との連携）

④ 流域単位での保全施策の検討（市民参加型モニタリング
手法の検討及び基礎調査）

今後、条約湿地を核に本市の基幹産業である農業と自然と
の共生を目指した持続可能な地域づくりを、市民や関係者と
協働しながら進めていきたい。

アンパルでは、マングローブのスケッチを通した観察で、
細かな視点、触感についての湿地での体験を取り入れた学習
が行われています。喜如嘉小学校は学校統合により観察地か
ら遠くなりますが、継続して観察してきた伝統を続けたいと
の意思が見られます。池間小学校は、外来のクモの発生によ
り湿地に近づけない中、湿地の歴史や問題点を学習しています。
漫湖水鳥・湿地センターでは、漫湖の生き物の実物大の写

真による魚やカニのポスター作製時に生き物の捕獲や同定に
ついて、琉球大学の先生と連携しています。
湿地の存在を利用し、人材育成を中心とした環境教育、湿

地教育が可能となります。子供の時に体験を通して学んだこ
とは、大人になっても自然と人間の在り方、環境保護への意
識の持ち方等に必ず貢献していきます。ラムサール条約登録
湿地が存在することを利用し、人材を育成していくことが持
続可能な社会の実現の手段の一つになり、ラムサール登録地
の地域貢献だと期待しています。

キーワード▶農業とラムサール条約　次世代育成　湿地間の連携　流域単位での保全

キーワード▶5つの生物多様性のある登録湿地
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渡良瀬遊水地の賢明な活用（環境・自然学習）

住民が復活させた野焼きがくじゅう坊ガツル・タデ原湿原を守る

久米田貴彦／小山市総合政策部渡良瀬遊水地ラムサール推進課

高橋裕二郎／飯田高原野焼き実行委員会

栃木県小山市の宝である渡良瀬遊水地は、面積約3,300ha
の国内最大の遊水地として、洪水から首都圏の生命・財産を
守るとともに、本州以南最大の湿地・ヨシ原に絶滅危惧種
183種を含む多くの貴重な動植物が生息・生育する「自然の
宝庫」であり、平成24年7月3日に国際的に重要な湿地として
ラムサール条約湿地に登録されました。
小山市では、第1に治水機能確保を最優先とした「エコ

ミュージアム化」、第2に「コウノトリ・トキの野生復帰」、
第３に「環境にやさしい農業を中心とした地場産業の推進」
を「賢明な利用の３本柱」とし、その推進に努めており、3本
柱を実現するため、平成26年３月に策定した「渡良瀬遊水地
関連振興５ヶ年計画」にもとづいた、様々な取り組みを実施
しています。
なかでも環境学習の一環として小学校1～3年生、4～6年
生、中学生向けに渡良瀬遊水地の学習ブックを作成しており、
市内の小中全校生徒に配布し、渡良瀬遊水地の役割や自然環
境等の学習に活用しています。また、各校舎では夏場に地場
産業であるヨシズを使用しており、身近なところで渡良瀬遊
水地が感じられるほか、市内全小学校の3年生は、実際に渡
良瀬遊水地を訪れ、現地で改めてその役割や、絶滅危惧をは

ラムサール条約登録湿地「くじゅう坊ガツル・タデ原湿原」
を含む阿蘇くじゅう地域を特徴づけているのは、草原景観で
あり、長年にわたる野焼きで維持されてきた。
かつては野焼きは生活の一部で、その主な目的は、農耕用
の牛の放牧地の確保、牛の飼料となる干し草の確保、茅場や
ミノガヤの確保などであった。野焼きにより、草につく害虫
が死に、いい草ができることから、牛の放牧地のために野焼
きは有効だった。また、冬期の牛の飼料用の干し草にも新し
い草が好ましかった。さらに、茅葺屋根用のカヤを取る茅場
も焼かないといい草ができず、蓑などを作るミノガヤも同様
であった。200年以上前の『九重山記』に、「山色は春は黒色
となり、夏は・・・」とあることから、200年以上前から野
焼きが行われていたと考えられる。
ところが、耕運機等の普及で労力としての牛の需要が少な
くなり、さらに、過疎化、高齢化が進み、防火帯作りや野焼
きそのものが難しくなり、放牧地、採草地の必要性も少なく
なったことから、昭和50年代後半には野焼きが行われなく

じめとした植物観察、フィールドスコープや双眼鏡を使用し
て野鳥観察等を実施しています。
以前は市職員が説明や案内を行っていた現地のガイドを、

現在は５名のボランティアガイドが行っており、昨年度から
は、おやま市民大学において渡良瀬遊水地ガイド養成講座も
実施しています。現在1期生20名、今年度は２期生９名が新
たに受講します。今年度で1期生が卒業となることからガイ
ドとなるよう取り組みも進めております。
また希望に応じて、渡良瀬遊水地周辺地域において洪水と

の闘いの歴史を伝える水塚や揚舟の見学や、地場産業である
渡良瀬遊水地のヨシを利用したヨシズ農家の見学、さらに今
年度は25cmにカットしたヨシで作るミニヨシズづくり体験
を小学校２校で実施するほか、各種イベント開催時にも同体
験を実施しております。
さらに、教職員向けにも渡良瀬遊水地についての見識を深

めてもらうために研修会等の要望にも応じており、小山市教
育研究会の部会や学校単位で実施しています。その際は、よ
り専門的な外部有識者を招き、ガイドも補助をしながら参加
し、同時に専門家の話を聞くことでガイドのレベルの向上に
も努めています。

なった。
20年ほど野焼きが行われず、かつてくじゅうの景観を特

徴づけていた草原に、ノリウツギやネコヤナギなどの灌木が
入り、薮状になってしまったことを問題視した「九重の自然
を守る会」が呼びかけて、平成８年には飯田高原野焼き実行
委員会が、平成11年には坊ガツル野焼き実行委員会が結成
され、それぞれ結成翌年から野焼きが復活した。当初は実行
委員会に経験者がおらず、地元集落の世話役や長老に野焼き
の経験や手法を伝授してもらった。
野焼き実行委員会には、自然保護団体、観光協会、民宿組

合、地元集落民、地元自治体、周辺の土地を所有している九
州電力やその関連連会社などの企業といった様々な関係者が
参加し、地元自治体、環境省や国土交通省、企業からの財政
支援がある。
野焼きにより、「くじゅう坊ガツル・タデ原湿原」の湿原・

草原景観や新緑の鮮やかさが維持され、また、野焼きした草
原でなければ生きられない動植物の保全にもつながっている。

キーワード▶賢明な利用　地域活性化　地域創生　総合的な学習　地域学習

キーワード▶草原　野焼き　住民主導



17

セッション2：湿地を地域にどう役立てるか

漁民の森づくりの実績と展望：里山・里川・里海の実現に向けて

湿地の恵みを地域につなげる協働のあり方－KODOMOラムサールを例に

岩﨑慎平／福岡女子大学

高橋朝美／環境パートナーシップ会議

漁業は湿地から得られる恵み（水産物）を維持しながら、
湿地を活用して暮らしを豊かにする重要な生計手段である。
戦後日本の漁業経済は、沿岸から沖合、沖合から遠洋へと規
模を拡大し発展を遂げたものの、200海里時代を迎えたこと
で、再び沿岸漁業を中心とした資源管理が求められるように
なった。沿岸域の漁業生産力は陸域と海域の環境変動や人間
活動からの影響を受けやすいため、海は海、陸は陸といった
ように、個別の対象として扱われてきた環境を有機的に結び
付けて管理する必要がある。
こうした中、漁業者が地場漁場の紛争防止および乱獲阻止
を図るための漁業管理に加え、荒廃した土地を再生・創造す

・地域の人と湿地をつなぐ
湿地の周辺には様々なステークホルダーが存在する。湿地
周辺の住民はもちろんのこと、行政、一次産業関係者（農業・
漁業・林業）、企業、保全活動を行う市民団体、環境学習を
行う市民団体など。「湿地のめぐみ」を真ん中に置くと、決し
て無関係ではない彼らだが、普段のつながりが希薄、あるい
は部分的であり、湿地のあり方や利活用について共有する機
会もなかなか設けられないというのが現状だと思われる。そ
してこれは、湿地に限ったことではなく、地域の環境課題全
般に言えることである。
湿地の賢明な利用、地域の環境資源の利活用を考えるとき、
なるべく多くの関係者がつながり、現状と課題、魅力につい
て「共有」する場づくりこそ、まず必要になると言える。
・KODOMOラムサールを通じた実証
そのひとつの試みに、「平成26年度地域活性化に向けた協

働取組の加速化事業」に採択されたラムサールセンターの「地
域活性化に向けた『ESD・KODOMOラムサール』推進事業」

る取組「漁民の森づくり」を実践することによって、水産資
源を陸域の環境と一体的に管理する新たな試みが展開されて
いる。そこで、本発表は、「漁民の森」に着目し、漁民の森づ
くりがおこなわれた背景とその過程を説明するとともに、全
国的に活動が広まった2001～2012年度にかけて実施された
漁民の森づくり活動の実績（件数、活動内容、樹種、主催者、
活動林地）を報告する。さらに、事例を用いて漁民の森づく
り活動の多様性および協働体制の重要性を指摘し、最後に里
山・里川・里海の実現という観点から漁民の森づくり活動の
展望について述べる

がある。KODOMOラムサールは、湿地を中心とした環境
教育プログラムで、全国から湿地を中心に活躍する子供たち
が集って「湿地の宝」を探すという内容だ。その実施内容も
さることながら、子供たちに見せたい「湿地の宝」を、ステー
クホルダーが真剣に議論をするところから始まるプログラム
作りに高い効果がある。
協働取組では、まず関係者が「集まる」機会作り、そして、

そこで課題と理想像について「共有する」場づくりが重要と
考えられており、そこで適切な役割分担やそれぞれの強みに
よる視点の補完などがなされ、初めて「実践する」段階に到
達し、さらに、その内容について関係者が振り返りを実施し、
次の展開へ「広がる」という、「ステップ」があるのだが、この
プログラムは「子供に湿地のめぐみを伝えたい」という思い
を中心に加速度的にこのステップをデザインできる。
本事業で実証された内容は、どのフィールドでも共有でき

るものであり、地域の自然資源の保全と活用に向けた素地作
りに有効であると考える。

キーワード▶漁業　漁民の森　里山・里川・里海　資源管理

キーワード▶賢明な利用　湿地の恵み　協働取組　総合的な学習・地域学習
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ラムサール条約湿地に対する市民のイメージと湿地利用

日本の湿地が訪問客に選ばれるための持続可能な観光の国際基準

淺野敏久／広島大学

高山傑／アジアエコツーリズムネットワーク・日本エコツーリズムセンター

ラムサール条約湿地に登録されることは、当該湿地の保全
を世界に約束することであると同時に、国際的に重要な湿地
であるという「お墨付き」を得ることでもある。この点では、
世界遺産、ジオパーク、ユネスコエコパークなども同じよう
な制度とみることができ、近年、数を増やしているという共
通点もある。しかし，これらユネスコ関連の制度と違って、
日本国内では、ラムサール条約湿地は登録後に観光客が急増
するようなことはあまりなく、地域に「静かに」受け入れら
れている印象があり、登録前後で保全・利用の状況があまり
変わらない。その背景をさぐるために、報告者等は国内外の
いくつかのサイトで現地調査を行うとともに、一般市民を対
象としたアンケート調査等を行ってきた。その成果は随時論
文として発表してきたが、この度はそれらを参照しつつ、ラ
ムサールサイトの利用について考え直してみたい。

2011年に行った関係自治体への調査で、ラムサール登録
に際し，事前に期待したことは、保全・再生（62.2％）、利・
活用（35.1％）、普及・啓発・教育（13.5％）であったが、登
録後は、保全・再生への期待が低下し、利・活用と、特に普

湿地の規模やアクセスに関係なく、環境保全と利用促進の
バランスを保つことは常に難しい。地域交流や意思決定の主
導権、モニタリングや保全活動資金の捻出、観光客に対する
マーケティング、社会経済的な持続性など、健全な湿地の活
用方法に取り巻く課題は少なくない。エコツーリズムは、サ
ステイナブルツーリズムの優等生として国際的に認知されて
いるが、湿地などの自然的側面のみを活用するだけでなく、
地域の文化・歴史・環境などの特徴と抱き合わせて節度ある
観光地を運営することが一層求められている。2017年は国
連「開発のための持続可能な観光の国際年」と位置付けられ
ているが、わが国でも国際基準に準拠した持続可能な観光を
展開するための準備が進められている。

2008年からGSTC（グローバル・サステイナブル・ツー
リズム協議会）が推進する持続可能な国際基準がUNWTO
（国連世界観光機関）にて採択され、世界最大の内陸デルタ
で知られるボツワナ北部のオカバンゴデルタでも早期採択プ
ログラムに参加している。わが国でも自然的要素が多い熊野
古道（和歌山）や尾瀬（群馬）でフォーラムが開催され、来年
は秋田で開催される予定となっている。
アジアエコツーリズムネットワーク（AEN）は17か国の

及・啓発・教育への期待が高まった。登録の効果への満足度も、
保全・再生面では低く、普及・啓発・教育において高くなった。
また、2012年に実施した一般市民向けのウェブアンケー
ト調査では、ラムサールサイトの認知度及び実際の訪問率
がかなり低いことを確認し、地域振興や地域づくりにつなが
る制度だという意識をあまりもたれていないことも確認した。
総じていうと、ラムサール湿地に対する関心は一般的に低く、
訪問して体験してみたいことのバリエーションも相対的に少
ない（2013年調査）ことがわかった。
登録後に急速に来訪者が増えてオーバーユースになるので

は本末転倒だが、関心や期待が低すぎても、思い切った対応
をとれなくなってしまう。「登録されても何も変わらない」と
いわれる状況がある中で、変わらないことの「よさ」を確認
する一方、変えるのであればどう変えるべきなのか、あらた
な湿地の利用論を構築する必要がある。そのあたりの切り口
の一つとして、「学び観光」やビジターセンターの湿地利用拠
点としての積極活用が鍵になるのではないかと考えている。

理事から構成され、本部を置くバンコクで6月4-5日の二日
間、GSTC公認のサステイナブルツーリズム講座を開催し
た。今後日本ではNPO法人日本エコツーリズムセンターの
活動として群馬や秋田で、またアジア諸国ではAENが次々
と開催する予定であるが、大きな４つのテーマに関して習得
するためのモジュールが向かれている。1） 持続可能な観光
地管理、 2） 地域社会における経済利益の最大化・悪影響の
最小化、 3） コミュニティ・旅行者・文化資源に対する利益
の最大化・悪影響の最小化、 4） 環境に対する利益の最大化・
悪影響に集約された観光地（DMO）と宿泊施設・ツアーオ
ペレーターを対象とした2種類の基準と指標を国内外から集
められた例を挙げながら理解を深める。グループディスカッ
ションを通し、国際社会にも通用する地域主導の具体的な取
り組みにつなげることが狙いで、試験を通過した受講者には、
修了書が渡される。
これらの事業を含めた日本とアジアのエコツーリズム関連

団体およびその活動紹介と、湿地に持続可能な観光利用とい
う付加価値を見出して差別化し、国内外の訪問者から選ばれ
るためのノウハウについてお話します。

キーワード▶ラムサール条約登録　市民イメージ　ウェブアンケート　湿地利用　学び観光

キーワード▶エコツーリズム　持続可能性　国際基準　地域活性　環境保全



19

セッション2：湿地を地域にどう役立てるか

ESDから見た「湿地の文化」の取り組み

湿地の文化的サービスに着目したプレイスブランディング：
湿地資源の「n次利用」の提言

笹川孝一／法政大学

敷田麻実／北陸先端科学技術大学院大学 知識マネジメント領域

2009年から2015年の6年間、日本国際湿地保全連合のプ
ロジェクト、『湿地の文化と技術33選』（日本語版、英語版）、
『湿地の文化　東アジア編』（日本語版、英語版、中国語版）
の編集・刊行、普及作業に参画する機会を得、多くの人々に
助けられ、編集委員会内部で率直な議論と協力をしながら、
その責任者を務めた。
これらは、「湿地に関連して一定の地域、人々の中でうけ
つがれ展開させられてきた生活様式」という広い定義のもと
に、地域で行われている、「保全・再生の文化」「活動、ワイ
ズユースの文化」「CEPAの文化」を措定して、具体的事例
を集めることで、具体的なイメージを豊かにした。また、一
つの取り組みの各側面の関連付けを行い、様々な取り組みが
互いに補完・協力しあいながら、バランスの取れた「湿地の
総合的管理」が進むことを願った。
２つの冊子はいずれも日本の内外で一定の評価を得た、例
えば、ラムサール条約事務局の「湿地の文化ネットワーク」
が最近提案した「湿地の文化のインベントリー作成」の呼び
かけ文書で、４冊の冊子が先行事例として挙げられている
が、地中海地域の事例集、子供の文化に特化した韓国釜山大

環境意識が高まった国内の地域社会では、湿地は保全すべ
き価値がある自然環境として認識されている。しかし、特に
湿地の開発が進められていた時代には、湿地は価値の低い空
間で、埋め立てによって土地造成や耕地化する場所として位
置づけられてきた。一部の湿地は牛馬の放牧などに使用され
てきたが、生活や生産に牛馬使用の必要がなくなると、それ
も失われた。こうした傾向は、釧路湿原が1980年に国内で初
めてラムサール条約に登録されるまで続き、その後も必ずし
も「湿地の価値」が認められてきたわけではなかった。
しかしラムサール条約登録湿地の数は2015年には50箇所に
増加し、社会的にも自然環境の価値や保全すべき場所である
ことが認められた。そのため各地の湿地は保全活動の対象と
なったが、こうした保全活動は一般にコストがかかり、また
そこから価値を生み出すことは難しい。湿地を主に生産に利
用していた時代には、生態系サービスの一部である供給サー
ビスとしての生産物を湿地から得ていたが、保全活動から供
給サービスは生み出しにくい。そのためエコツアーや環境教
育などの文化的サービスが注目されるようになった。
ところが、文化的サービスは審美的、教育的な価値の創出

学チームのものと並んで、この『33選』『東アジア編』が取り
上げられている。また、そのインベントリーの作成手順には、
このプロジェクトの「作業シート」の内容と重なる部分が多い。
このような意味で、この2つの冊子作りは一定の成果を収
めたと言えようが、今後の湿地にかかわる様々な取り組みの
ために、Education for Sustainable Development（ESD）と
の関係で、次の点を指摘できる。１）湿地そのものの保全・
再生の取り組みが日本国内や東アジアに多くあり、違いとと
もに共通点もあることが分かって、相互に学びあいながら自
分たちの取り組みを適切に評価する機運が強まったこと。２）
湿地の「ワイズユース」と地域づくり、社会づくりの取り組
みが広く持続的に行われていることが分かった。３）子供か
ら年寄りまでの異年齢共同が相互教育を促進していること、
また、地域の中に調査研究、政策づくりの主体が潜在的にあ
り、それが顕在化するためには伝統の再評価と外部との交流
が欠かせないことが分かった。
以上から、この湿地の文化の活動を、よりローカルに進め

つつグローバルに集積することが、ESDの促進にもつなが
ると言える。

であり、供給サービスとは価値創出プロセスが異なる。その
ため、文化的サービスの生産によって、資源からどのように
価値を生み出すかが課題となっている。
そこでこの発表では、資源を効果的に利用するための新た

な戦略について議論する。そして高次の文化的サービスの創
出による湿地の自然資源の「ｎ次利用」について提案する。そ
れは元になる資源を多様な用途、n通りの方法で利用する従来
の利用ではなく、n次の加工をして高度に利用することである。
どちらも湿地の資源を利用していることでは同じだが， 従来の
利用が用途の多様化であるのに対して、 n次利用は、利用がさ
らに別の利用を生む「利用の連鎖」である。この方法は、元の
資源に新たな意味を見いだすことを重視している。
この報告では、石川県加賀市の片野鴨池と北海道浜中町の
霧多布湿原の例を用いて、湿地の資源から価値を創出するプ
ロセスにおいて、自然環境そのものではなく、そこから生ず
る文化的サービスが果たす役割に着目して考察する。さらに、
湿地の自然を、最終的にその土地と結びつけて資源価値の増
大を目指す「プレイスブランディング」に活用できることを示す。

キーワード▶ESD　湿地の文化　湿地の保全・再生　ワイズユース　CEPA

キーワード▶文化的サービス　プレイスブランディング　ｎ次利用　生物文化多様性　資源利用戦略
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北海道小樽市小樽運河におけるCEPAの実践に関する考察
竹川章博／上智大学大学院地球環境学研究科

本報告は「小樽がらす市」が創設される経緯について論
じる。ラムサール条約は湿地の賢明な利用を謳った条約で、
2015年6月採択された第四次戦略計画では、「湿地は保全さ
れ、賢明に利用され、再生され、湿地の恩恵に預かるすべて
の人に認識され、価値づけられること」が共有された。小樽
運河は、小樽運河保存運動を経た後に急速に観光地化した。
小樽の人々にとって、アイデンティティそのものである小樽
運河の観光地化に対する拒否感は、今なお根強い。また、小
樽市内の観光業も複雑な葛藤関係にある。観光地化に対する
地元住民の複雑な受け止め方については既に豊富な研究の蓄
積があるため、本報告は、特に小樽市を訪れる観光客を相手
にした、硝子産業に関わるステークホルダーの協働の試みに
ついて論じる。本報告は観光地化するなかで生じたステーク
ホルダーの対立に直面している現状を考察することで、一定
の知見を共有し得るものであると考える。
報告者は以下の4点について検討する。
① 小樽運河保存運動以前に、小樽市がいかなる「まなざし」
を照射されていたのか。②小樽運河保存運動と並行して、
小樽市の観光地化に尽力した北一硝子の動向と、北一硝

子によって「小樽硝子」が創造される経緯。③「小樽硝子」
が硝子工芸作家の来樽によって受けた影響。④小樽運河
論争の影響を強く受けた人物によって近年創設された、
硝子に関わるステークホルダーを結集して観光客向けの
イベントである「小樽がらす市」。

商品として硝子を扱う北一硝子と、「作品」として硝子を扱
う工芸作家達とでは、扱うものに対する思い入れが大きく異
なっていた。来樽して間もなく工芸作家達は北一硝子と取引
を取りやめ、現在に至る。「小樽硝子」はこうした対立軸を常
に孕みながら存在しているのである。だが、北一硝子が「小
樽硝子」として表象していた小樽運河保存運動の理念や、工
芸作家と北一硝子の葛藤は表に出ることはない。観光によっ
て娯楽として消費される際に、これらは無化されているのだ。
「小樽がらす市」vが創設される経緯でも、北一硝子と小樽
市内の硝子工房に加えて、市役所や小樽商科大学が、運営の
話し合いに参加した。対立は依然として顕著であったが、第
一回の開催以来、現在に至るまで毎年開催されている。この
事例は、ラムサール条約の目指すCEPAを実践しているもの
の一つとして捉えることができると考えられる。

キーワード▶ラムサール条約登録　市民イメージ　ウェブアンケート　湿地利用　学び観光
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セッション３：湿地の管理に携わる人々の活動を強化するには

基調講演　水鳥の保全と湿地センターの役割－伝え、つなげ、育てる場

ラムサール条約登録湿地関係市町村会議について

市川智子／東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナーシップ事務局

柴田美貴／ラムサール条約登録湿地関係市町村会議事務局・名古屋市環境局環境活動推進課

アラスカ、ロシアから日本、東南アジアを通りオーストラ
リア、ニュージーランドまで22ヶ国を網羅する東アジア・
オーストラリア地域フライウェイは、ガン・カモ、シギ・チ
ドリ、ツルの仲間など200種以上、少なくとも5,000万羽の
渡り性水鳥（渡り鳥）を支えている。しかし、生息地の急激
な喪失と劣化により当フライウェイを利用する渡り鳥の個体
数は減少し、32種が国際自然保護連合のレッドリストに掲
載されている。国境なく移動する渡り鳥を守るには国際協力
が不可欠で、情報共有や協働事業を促進するため、2006年
に東アジア・オーストラリア地域フライウェイ・パートナー
シップ（EAAFP）が誕生した。国政府、条約事務局、国際
NGO等が自発的に協力して保全活動に取り組むための仕組
みを提供する組織で、35の国や団体が参加している。

EAAFPの取組みの一つに、渡り鳥が渡りを続けるために
十分な生息地のつながりを守る生息地ネットワーク（Flyway 
Site Network）の構築がある。国政府の推薦のもと、重要生
息地をネットワーク参加地（Flyway Network Site, FNS）と
して登録し、保全が確実になされることを目指すものだが、

　湿地に関する自治体の連携として、ラムサール条約登録湿
地関係市町村会議（以下、市町村会議という）がある。この
組織は、ラムサール条約に登録されている湿地の適正な管理
に関し、関係自治体間の情報共有及び協力を推進することで、
地域レベルの湿地保全活動を促進することを目的としている。
北海道から沖縄までラムサール条約登録湿をもつ68市町村が
加盟しており、市町村の集まる会議を年1回開催している。こ
の会議は湿地の保全管理のために関係機関もオブザーバーと
して参加することができる。会議にあわせてラムサール条約
第3条にある、湿地の保全とワイズユースの促進を目的とした
学習・交流会も開催している。今年度は、3年に1度の首長会
議の開催年にあたり、7月に名古屋市で開催した。出席自治体
数は26市町村であり、そのうち名古屋市を含め計13市町の首
長にご参加いただいた。
　市町村会議の前身は、釧路でのラムサール条約第5回締約国
会議（COP5）の招致に向けて、平成元年に発足した会議が始
まりとなった。当時の参加市町村は、釧路湿原、伊豆沼・内沼、
クッチャロ湖をもつ3か所8市町村であった。会議では締約国
会議の誘致だけでなく、登録湿地の保全推進に係る情報、意

登録の実現にもその後の管理にも、地元自治体や住民を含
む関係者の理解と参加が重要な鍵となる。日本のFNSの多
くには湿地センターやビジターセンターが設置され、訪問者
のシェルターとなり、調査の拠点となり、情報を発信し、さ
まざまな種類、レベルの関係者や関係機関をつなぎ、育成し、
参加・協働の機会を創出する重要な役割を担っている。一方、
まだ登録されていない重要生息地や、アジアの他の地域にあ
るFNSの多くが、このような拠点施設を持っていない。
絶滅の危機にある渡り鳥を守るには、迅速な対応と相乗効

果が求められている。日本の湿地センターに蓄積されている
知識や経験が国内のパートナーシップを通じて類似施設間で
共有され、また国際的にも共有されれば、フライウェイ全体の
湿地保全の底上げにつながる。フライウェイに位置する国々の
言語、文化、社会的背景は多様で、実際のところ知見の共有
は容易ではないが、自身の関わる施設や湿地がフライウェイの
中でどのような役割を担っているのかを渡り鳥の目で再確認し、
生息地の保全にどう貢献できるのか、EAAFPをどう活用でき
るのか、考えるきっかけとしていただければ幸いである。

見交換や政府への働きかけも話し合った。
　その後、登録湿地が増加していくにあたって、市町村会議
のあり方も議論され、平成10年の会議で会則等が作られ、市
町村会議の本格始動となった。
　平成21年度の市町村会議より、湿地保全分野において活躍
する自治体・NGO・団体関係者が意見や情報交換する場を
設けることで、湿地のワイズユースのための連携を図り、個々
の活動および地域の活性化に繋げることを目的とした「学習・
交流会」も開催している。各自治体は、これらの情報をもちか
えり、各湿地や関係者との行動に活かされるものと考えられる。
　他にも市町村会議としてさまざまな取組みを行っている。
毎年6月に開催される環境省主催のエコライフ・フェアに、日
本国際湿地保全連合、ラムサールセンター、ユースラムサー
ルジャパンと実行委員会形式でブースを出展し、来場者へ湿
地のアピールや、関係者との交流を深めている。その他、市
町村会議のHPの運営（過去の学習・交流会の資料も掲載。
http://www.ramsarsite.jp/index.html）や、ラムサール条約関
係事業へ協力している。（記載内容は平成28年8月時点のもの
である）

キーワード▶ネットワーク　拠点施設　普及・啓発　参加　情報共有

キーワード：関係市町村会議
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北海道の湿地と人をつなぐネットワーク活動

湿地のファンドレイジング

牛山克巳／宮島沼水鳥・湿地センター

阪野真人／霧多布湿原ナショナルトラスト

「北海道ラムサールネットワーク」は、道内13箇所のラム
サールサイトに関係する施設機関や団体が連携し、湿地の保
全とワイズユースに関する情報交換と協働、現場サイドから
の提案や協議を図るために2006年9月に発足した。
構成メンバーは各地で湿地の保全とワイズユースを実践し
ている湿地センターやNGOで、毎年持ち回りで総会を開催
し、あわせて子供交流会、ワークショップ、エクスカーショ
ンなどを行っている。また、鳥インフルエンザや風力発電問
題など道内ラムサールサイトが共通して抱える課題や興味に
関して、不定期ながらもワークショップ等を開催しており、
今年1月には「ラムサール条約COP12報告会～テーヤクコク
カイギって何？」を開催した。さらに、書籍「湿地への招待
～ウェットランド北海道」（北海道新聞社刊）の発刊や、全
道の小中学生から読み札と絵札を公募した「北海道しめっち
カルタ」の作成など、CEPAを推進するツールづくりも進め
ており、現在次の企画に向けた検討を始めている。これらの
企画は、道内で環境保全活動の推進と支援を行う北海道環境

花の湿原と形容される霧多布（きりたっぷ）湿原。一方で
総面積3168haのうち約半分が民有地の存在が、持続的な湿
地の保全の課題となっていました。そこで、町民の有志が立
ち上がり、1986年に任意団体「霧多布湿原ファンクラブ」を
設立。地主から民有地を借りるという手法から保全活動をス
タートさせ、2000年にはNPO法人化し、土地の買い取りを
開始。現在は約880ヘクタールの買い取りが終了。湿地だけ
でなく水源地や森林などの購入も行うほか、開発された湿地
の復元や自然環境調査などを独自に行っている。
活動当初から「ファンづくり」をキーワードに環境教育、
エコツーリズム、カフェ、ミュージアムショップなどの運営
を行い、地域内外に霧多布湿原のファンを広げてきた。同取
り組みは、環境省第三回エコツーリズム大賞において最優秀
の大賞を受賞した。
このファンづくりの活動は、当初からファンドレイジング
を意識して行われており、町内商店への募金箱の設置協力を

財団や、道内の湿地を研究対象とした研究者や学生による
ウェットランドセミナーなどと協力して行っており、道内ラ
ムサールサイトの連携と協働は、行政と民間などの枠を超え
た、湿地を中心とした有機的な人のネットワークに拡大して
いる。こうした中で、北海道ラムサールネットワーク等が持
つ知識や経験を、効果的に道内の潜在的なラムサールサイト
の保全等へ還元したいと考えている。
このように、湿地の保全とワイズユースを実践する施設や

団体の連携と協働は、各サイトのスキルアップや課題解決だ
けでなく、広く湿地の保全とワイズユースの底上げにも貢献
できる。今後は、各地域で同様のネットワークが設立され、
地域に根差した取り組みを進めるとともに、全国規模にでも、
湿地に関する多様な価値と共通する課題を共有し、情報交
換等を進めるゆるやかなネットワークが形成され、Wetland 
Link International（WLI）のような国際的な連携の枠組みに
つながる、機能的な階層的ネットワークが形成されることを
期待したい。

はじめ、様々な資金獲得のための取り組みを行っている。全
国に個人会員2000人、法人会員150団体の支援を頂くまで
に成長。また企業とパートナーシップ協定を結び、寄付のみ
ならず社員ボランティアなどの関わりがうまれている。
当NPO法人事務所にはカフェやミュージアムショップが
併設されているが、それ以外にビジターセンターを指定管理
制度での運営を行っている。このビジターセンターがまちづ
くりの中核施設として、先に述べたようなエコツーリズムや
環境教育などの事業を行っている。近年では、自然への間口
を広げるため、地域住民と協働で企画をする雑貨や食をテー
マにしたイベントの開催や、海と湿原のつながりを明らかに
するプロジェクトなど、様々な事業展開を行っている。
当NPO法人の事業規模は8000万円。内訳として、寄付、
会費、助成金収入2000～2500万円、指定管理運営費3000
万円、事業収入2000～3000万円程度となっている。

キーワード▶ビジターセンター・拠点施設　NGO・NPO・市民団体　NGOネットワーク（地域型・タイプ型）

キーワード▶ファンドレイジング　企業CSR　ビジターセンター・拠点施設　エコツーリズム　指定管理者
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次につなぐ ～地域への愛着を育むふるさと教育～

中学生～大学生だけで設立、運営する湿地学習のNGO
ユースラムサールジャパンの活動

成田和博／豊岡市コウノトリ共生部コウノトリ共生課

佐藤湧馬／ユースラムサールジャパン

兵庫県豊岡市は、人口減少のスピードを極力和らげるとと
もに、その対策を通じて、なお進む人口減少下にあっても地
域活力を維持できるよう、「豊岡市地方創生総合戦略」を策定
した。 
実行するにあたって、豊岡市における地方創生のシナリオ
のひとつに、「豊岡で暮らすことの価値と魅力を若者や子ど
もたちに伝え、移住・定住を促し、共感して移住・定住をす
る若者を増やす」を設定している。
これは、次代を担う若者、子どもに焦点を当て、「子ども
たちがふるさとへの愛着を育むこと」を実現するために次の
項目をもって次世代に向けたふるさと教育を進めようという
ものである。

1 子どもたちが豊岡のことをよく知っている。
　 環境学習やコウノトリのことを学ぶことによって、豊岡
の良さを知り、愛着を持つ。
　⇒　田んぼや湿地での生きもの調査（必須）
　⇒　 農業体験を通じて、湿地（田んぼ＝人工湿地）の大

切さを知る（併せて食糧生産の大切さ）
　⇒　 豊岡にゆかりのある「コウノトリ」、「ジオ」、「産業・

ユースラムサールジャパン（YRJ）は中学生から大学院生
までの「ユース世代」によるNGOで、2013年に設立した。
2002年からラムサールセンター（RCJ）が進めた「KODOMO
ラムサール」事業は、子どもの湿地保全活動とネットワーク
形成に大きく貢献した。しかし、KODOMOラムサールは
小学生中心のプログラムなので、中学～高校生のユース世代
が集まり、自分たちだけのネットワークを形成する機会がな
く、また、環境教育プログラムは、大人が子どもに対し一方
的に知識を与えるものが多く、子どもの自主性を育てる機会
はあまりなかった。部活動や受験勉強の忙しさもあり、ユー
ス世代は環境活動から離れがちだった。これらの問題を踏ま
えて、YRJは、ラムサール条約の普及・啓発、湿地の保全と
賢明な利用、環境教育の実践を通して、ユース世代が自主的
に学び、主体的に活動を計画・実行する組織として設立された。

YRJはこれまで、環境学習や情報交換を目的としたユース
ラムサールCEPAワークショップの開催、活動や情報発信を

文化」の繋がりを学ぶ
2  子どもたちが様々なコミュニティの中で役割を果たして
いる。

3  子どもたちが豊岡で外国人とのコミュニケーションを楽
しんでいる。

4  子どもたちの想像の翼、行動の翼が世界に羽ばたいている。
この戦略を進めるために、ふるさとへの愛着を持たせる「ふ
るさと教育」を、来年度から小中一貫の授業で行う。具体的に
は「総合的な学習の時間」を活用して、豊岡の自然、生活、文化、
営みを「ジオ」、「コウノトリ」、「産業・文化」のカテゴリで学ば
せるものだが、これら三つは根底でつながっているというこ
と、そしてこれらの豊岡の取り組みのそれぞれが世界にもつ
ながる取り組みであることを学ばせるというものである。
世界に注目される豊岡の取り組みを子どもたちに伝え、そ

の取り組みを知り、これらを学び、活動に移すこと、つまり
は、ESDの実践が行える子どもたちを育てる。このことは、
ふるさとの良さを知り、ふるさとに愛着を持ち、ふるさと（豊
岡）に将来住んでくれる次世代を育てることにつながる。

目的としたイベントやシンポジウムへの参加・協力をおこなっ
てきた。2015年は交流会を２回開催し、2016年４月からは
全国各地の湿地を訪れ、現地の魅力を取材し発信する「ユー
スリサーチプロジェクト」を開始し、５月に佐賀県の東よか
干潟で第１回目の取材をおこない、６月にCEPAワークショッ
プ in 蕪栗沼・周辺水田、８月にCEPAワークショップ in 浜
頓別を開催した。

YRJの活動により、大人中心の環境プログラムの実施に
ユースが寄与、もしくは主体的にプログラムを実施できるこ
とが明らかになった。現在、北海道から九州まで全国各地に
会員がおり、中・高生になっても活動を継続したいと考えて
いるユースが一定数存在することがわかった。さらに、行政
やNGOからもYRJへ活動の要望があり、社会的に重要であ
ることが判明した。今後は、ユース世代による湿地の保全活
動を盛り上げていくためのプログラム開発とネットワークの
拡大に努めていきたい。

キーワード▶ふるさと教育　地方創生　次世代育成

キーワード▶ユース　ネットワーク　NGO　自主性　CEPA

セッション３：湿地の管理に携わる人々の活動を強化するには
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水田の生物多様性に関する政府とNGOの意見交換と、
田んぼの生物多様性向上10年プロジェクト

柏木実／ラムサール・ネットワーク日本

2008年10月、ラムサールCOP10において日韓NGOが支
援し、両国政府が提案した決議X.31「湿地システムとして
の水田の生物多様性向上」が採択された。提唱した団体の一
つとして、ラムサール・ネットワーク日本（ラムネットJ）は、
国内において決議の実施にむけて、取り組んできた2つの活
動を紹介する。
一つは、政府の関係部局と行ってきた「水田決議円卓会議
準備会」と名付けた実務者会合である。政府とNGOによる
円卓会議立上げのための準備会合を開いたところ、正規の「円
卓会議」は、参加者の職位や省内の事前協議など、自由な議
論を行う上での制約があることがわかり、方針を変更して名
前はそのままに、環境省・農林水産省・国土交通省とラム
ネットＪの実務者同士の非公式会合として、2016年6月まで
に52回の会合を持ってきた。
成果の一つは、条約会議の協議への政府とNGOの連携作
業である。2010年生物多様性条約COP10では、日本政府の
提案により、「ラムサール決議X.31を歓迎し、農業生物多様
性に対する重要性を認識し、該当する締約国にその完全実
施をもとめ」、「農業生態系特に水田生態系の重要さを認識し、

FAOを含む関係機関にその研究を勧める」するという2つの
パラグラフを加えて、決定X/34「農業の生物多様性」が採択
された。またラムサールCOP11に向けては、田んぼの生物
多様性や、水田の複合生産性などに関する実践・研究や発表
をまとめた事例集を、環境省とNGOの共同作業で作成した。
また、ラムサールCOP12では決議採択後6年間の活動を報
告するサイドイベントを政府・NGOの共催で開催した。
実務者の定期的な会合をとおして、NGOと政府の理解が
深まったことは勿論であるが、省庁を横断した実務者の実質
的かつ自由な、そして定期的な意見交換は貴重な機会である。
ラムネットJは自身の水田決議実践活動として「田んぼの生

物多様性向上10年プログラム」に取り組んできた。愛知目標
を田んぼの生物多様性向上に置き換えた水田目標とそれにつ
ながる活動を例示して、様々な分野の多くの人々・団体が自
分たちの創意工夫で生物多様性行動につながる活動を宣言す
るキャンペーン活動である。発足から四年目で賛同する農業
者・消費者・企業・行政などが150を越えた。更に多くの参
加の努力が必要である。この取り組みは他の分野の活動にも
応用できる。

キーワード▶水田の生物多様性　NGOと政府との意見交換　水田決議　田んぼ10年プロジェクト

干潟生物市民調査法による津波後の生物多様性モニタリング
鈴木孝男／みちのくベントス研究所

干潟は海と陸の狭間にあって双方からの環境負荷を受け、
それを軽減している。干潟の持つ役割はいろいろであるが、
それらのうち我々が恩恵を受けている事柄を生態系サービス
と呼び、水質浄化、洪水の緩和、稚仔魚の生育場、アサリや
ノリの養殖などが含まれるが、釣りや潮干狩りの場あるいは
環境教育の場としての有効利用も挙げられる。このような生
態系サービスを発揮できる干潟環境を保全し、将来の世代に
手渡していくためにも、そこに生息する生物の現状を知るこ
とが大切である。
発表者は、日本国際湿地保全連合と共に、市民が自らの手
で干潟に生息する底生動物の多様性を調べて記録できる手
法として「干潟生物市民調査法」を編み出した。この手法は、
専門家が行うモニタリングサイト1000事業における干潟生
物の調査手法などに比べて、確認できる底生動物の種数に遜
色は見られない。一方、一般市民など調査未経験者による目
視調査であることから、見逃されやすい生物種があり、種の

同定が不確かになることも事実である。しかし、調査リーダー
の資質向上や専門家の協力を得ることで信憑性を確保し、他
地域と比較可能なデータが、多大な時間を必要とせず、ロー
コストで得られることは、広域的で長期にわたるモニタリン
グ調査には有効である。
市民調査の一例として、東日本大震災による津波で大きな

撹乱を受けた東北地方の沿岸域に立地する干潟で継続して
行っている調査を紹介する。本調査は東北大学が行っている
「東日本グリーン復興モニタリングプロジェクト」の一環と
して、アースウォッチ・ジャパンの協力を得て、11箇所の
干潟でボランティアの方々と実施しているものである。その
結果、干潟に生息する底生動物は、絶滅危惧種を含めて、震
災の翌年には多くの種が回復してきていることが判明した。
しかし、生息密度はいまだに低いままであり、優占種の交代
が見られるところもあることなどから、震災前の安定した群
集に回復するには、まだ時間がかかることが想定される。

キーワード▶干潟　底生動物　市民調査　津波　モニタリング
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セッション３：湿地の管理に携わる人々の活動を強化するには

ラムサール条約を活かした湿地保全活動－世界湿地の日in湖北－

釧路湿原におけるエゾシカ管理手法を探る

須川恒／龍谷大学深草学舎・琵琶湖ラムサール研究会

小林聡史／釧路公立大学

滋賀県長浜市湖北町にある琵琶湖水鳥・湿地センターで「世
界湿地の日in湖北」の活動に2011～2015年の5年間かかわっ
てきたことから、「世界湿地の日」の活動で判ってきた活動の
コツを2016年の世界湿地の日の場でまとめて発表した。こ
れは各地の湿地保全にも生かせる考えなので紹介する。
まず2011年から開始して10年間続けようとしている。こ

れは2011-2020年の「国連生物多様性の10年（UNDB：
United Nations Decade on Biodiversity）」へ協賛する形を
想定している。2016年も世界湿地の日の世界の活動マップ
が条約のサイトにあり（2015年はなぜかなかった）、湖北
のサイトにもつながる。センターの英文サイトに、2011年
からの世界湿地の日の情報を発信できる和文・英文ページ
がある。ウェブページ（※）は世界とつながる「どこでもド
ア」 （Anywhere Door）として大きな役割を果たす。2011～
2014年までの毎年の条約事務局のテーマを活かした活動報
告が掲載されている（2011年 ｢条約40周年記念カムチャツカ
からゲスト｣、2012年 ｢湿地ツーリズム全国ガンカモ類集会

日本で最初にラムサール条約湿地として登録された釧路
湿原では、2005年から自然再生事業が行われていることは
比較的知られているが、現在全く新しい問題に直面している。
増えすぎたと考えられるエゾシカCervus nippon yesoensisが
集中し、植生に悪影響を与えていると考えられる。北海道各
地におけるエゾシカ管理の経験を持つ酪農学園大学（江別市）
と北海道総合研究機構、そして釧路地域の大学として釧路公
立大学とが協力して、環境省環境総合研究推進費による実態
把握のための調査を2014～2016年度で実施してきた。
釧路湿原で越冬するエゾシカ個体数の把握、発信器追跡に
よるエゾシカの移動様式の解明、そしてエゾシカ管理に関す
る地元ステークホルダーの意見集約を主たる目標として調査
を実施してきた。
その結果、釧路湿原で見られるエゾシカは中心部と周辺部
のみならず、かなりの広域で移動を行う個体がいること、冬
季におけるエゾシカ（越冬個体）はこれまでに確認されたこ

in湖北｣、2013年 ｢湿地と水（村上宣雄・悟親子トーク）琵琶
湖条約湿地20周年記念｣、2014年 ｢湿地と農業（水田と生物
多様性）、コハクチョウの水田における分布｣）。2015年 ｢湿
地と未来｣は｢山門水源の森を次の世代に引き継ぐ（＝湿地と
未来）会｣の講演をしてもらった。3年に一度のラムサール条
約締約国会議（RamsarCOP）の内容　（注目点） を理解する
ことは、世界湿地の日の活動の栄養補給として大切である。
琵琶湖ラムサール研究会サイトには、COP10（2008年）
までの資料はあるが、COP11（2012年）とCOP12（2015年）
の内容の理解は今後の課題となっている。世界湿地の日の活
動は、自然財だけでなく文化財などの地域資源のさまざまな
発信とも連携して紹介することが大切である。湖北の地域資
源を紹介する多くのウェブサイトを集めたポータルサイト
の中で ｢世界湿地に日｣などの湿地保全活動を紹介している。
このような姿勢を持つことで、地域からインパクトある湿
地保全活動の発信が可能となる。※http://www.biwa.ne.jp/
nio/eng/index_e.html

とのない高密度で越冬していること、釧路湿原での個体数調
査が周辺地域における農作物被害緩和に結ぶつく期待が高
まっていることなどが確認された。
一方で、釧路湿原にはタンチョウGrus japonensis等の希少
動物も生息していることから、国立公園内でのエゾシカ個体
数調整には希少生物への配慮がかかせない。そのためタンチョ
ウ保護に関わる地元環境NGOとの意見交換が重要である。
英国におけるラムサール条約湿地においても、湿地に依

存する鳥類保護の観点から王室鳥類保護連盟（RSPB）がア
カシカCervus eleaphusの個体数調整に取り組んできている。
2015年7-8月に担当者を招聘し、札幌及び釧路において英国
の先進事例として報告してもらい、啓発活動の一助とした。
釧路湿原におけるこれらの取り組みは、日本各地の自然公

園やラムサール条約湿地におけるニホンジカによる食害対策
に重要な知見を提供できるものとなるだろう。

キーワード▶世界湿地の日　琵琶湖湖北地方　地域資源　ラムサール条約締約国会議　琵琶湖水鳥・湿地センター

キーワード▶釧路湿原　エゾシカ　国立公園　個体数調整　ステークホルダー
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幼児から大人まで～米子水鳥公園における長期的環境学習プログラム～

「遊び楽しみ味わう」体験こそ湿地を守る究極の近道

平潟湾　水質汚染からの回復と、過去30年間の鳥類調査

育てよう！みんなの中海

桐原佳介／中海水鳥国際交流基金財団

米田洋平／中海水鳥国際交流基金財団

山田悠生／関東学院六浦高等学校生物部

奥森隆夫／未来守りネットワーク

米子水鳥公園では、子ども達の成長に対応して連続した環
境学習プログラムに取り組んでいます。幼児対象の「園児が
描いた鳥の絵展」、小学生対象の「子どもラムサールクラブ」、
中学生以上が対象の「ジュニアレンジャークラブ」です。参
加者には同じメンバーで長期間活動することによってメン
バー間に人間関係が築かれ、活動に一体感が生まれます。ま

米子水鳥公園が隣接するラムサール湿地である中海は、か
つて「錦海」と謳われたほど、魚介類を始めとする多くの生き
物を育む自然豊かな湿地でした。ところが、ここ数十年、そ
の環境は一変してしまいました。かつて中海では、その豊か
な湿地の恵みを貰い受け、湿地と共に暮らす文化が根付いて
いました。「ゴズ(マハゼ)」や「赤貝(サルボウガイ)」はその象徴

関東学院中学校・六浦高等学校は平潟湾のすぐ近くにあり、
生物部は創部以来、平潟湾の調査を続けてきました。
平潟湾は以前、大変汚い海でした。腐敗臭が漂い、奇形の
魚「お化けハゼ」が、小学校の教科書に載っていたそうです。
その頃は鳥影を見ることはほとんどできませんでしたが、現

中海の海藻は、昔は肥料や寒天材料として利用していまし
た。ところが化学肥料の普及によって使われなくなると、繁
殖しすぎた海藻は水質悪化の原因となりました。藻刈りを行
い、肥料として活用できないかと研究や試験栽培を重ね、近
年では水稲・根菜類・野菜・果樹等の生育も良く、糖度が高
くて害虫に強い農作物が出来ました。海藻類を肥料として使

た、豊富な活動経験を活かして、他のラムサール条約登録湿
地で活動する子ども達との交流の場で、中海代表として自ら
の活動発表をしています。この取り組みは、最長で15年に
も及ぶ長期プログラムです。これらの参加者の中から、将来、
湿地保全活動で活躍する人が現れることを期待しています。

といえる産物であり、秋には釣り糸を垂れて楽しみ、お正月
にはおせち料理として味わっていました。失われつつあるこ
のような身近な遊びや食文化こそ、環境が危機に瀕した際の
原動力となるのではないかと考えます。今回は、公園で実施
している中海を身近に感じるイベントの実践例を紹介します。

在はかなりきれいになり、多くの鳥類がやってきます。
生物部は鳥類の調査を30年間続けています。今回はその
鳥類の調査を中心に、横浜の最も南の小さな干潟である平潟
湾の移り変わりを紹介します。

うことで、栄養塩を外に持ち出し水質浄化にも繋がりました。
未来守りネットワークでは、子供たちとアマモ場の再生を行

い、綺麗になった中海で泳ぎ、田植えもしました。中海の海
藻肥料で栽培した「海藻米」を食べて、子供たちに遊びを通じ
た環境教育を行い、山～川～海への繋がりを大切にしています。

キーワード▶子ども　中海　環境学習　交流　長期プログラム

キーワード▶錦海　湿地の恵み　遊び　食文化

キーワード▶鳥類　横浜　東京湾　魚類

キーワード▶藻狩り　海藻肥料　海藻米　環境教育　循環

ポスター発表



28

ラムサール条約湿地「東海丘陵湧水湿地群」での湿地保全と環境学習の取り組み

宍道湖西岸に位置する入江（十四間川）の環境改善に向けての協働事業について

宍道湖自然館における団体利用者の学習利用の動向

ラムサール条約登録湿地宍道湖の畔にある
宍道湖グリーンパークの施設特性と活動について

大畑孝二／日本野鳥の会

越川敏樹／ホシザキグリーン財団

田久和剛史／ホシザキグリーン財団・島根県立宍道湖自然館

森茂晃／ホシザキグリーン財団

2012年にラムサール条約湿地に登録された愛知県豊田市
にある「東海丘陵湧水湿地群」は、シラタマホシクサやシデ
コブシなど固有植物の生育する貴重な湿地である。登録前か
ら地元保存会や豊田市自然愛護協会の管理が続けられ、守ら
れてきた。登録後は、地元小学校での環境学習を指定管理者

ホシザキグリーン財団環境修復事業として、夏場の湖底に
形成される貧酸素の生物への悪影響に対して、地元企業の開
発した「酸素供給装置」の設置、稼働による生物への影響を
調査している。

島根県立宍道湖自然館は「もっと知ろう ふるさとの自然　
親しもう 水辺の生きもの」をメインテーマとして、2001年4
月に開館した体験学習型施設である。当館では、開館当初よ
り、希望する団体に対して、身近な自然や生きものに関する
レクチャーや、各種の体験プログラムを実施してきたが、宍

宍道湖グリーンパークは、野生動植物の保護繁殖と自然環
境の保全に資することを目的に設立されたホシザキグリー
ン財団の施設として1996年に開園した。園内には望遠鏡を
備えた野鳥観察舎があり、一般の来園者を迎える施設として、
また自然観察会や体験学習ができる普及啓発の拠点として運
営している。もともと宍道湖に隣接する施設として、そこで

である日本野鳥の会のレンジャーが、豊田市自然観察の森の
業務の一環として指導を行ってきた。登録湿地の保全活動と
ともに自然観察の森及び地元小学校での環境学習などについ
て報告する。

その際、地元企業、宍道湖漁協、NPOなどと協働して水質、
底質、魚類水生小動物、水生植物及び付着生物、動物プラン
クトン、そしてヤマトシジミの成育実験を行って、対象地点
との違いを調査している。

道湖・中海がラムサール条約に登録されたのは、開館後5年
目となる2005年である。そこで、来館団体の構成と、利用
プログラムの実績をとりまとめるとともに、宍道湖や中海に
関する学習利用の動向の変化を、ラムサール条約の登録の前
後で比較、検討した。

見られる野鳥や自然も対象の一つにした活動をしてきたが、
2005年に宍道湖がラムサール条約登録湿地に指定され、新
たなキーワードが追加となった。グリーンパークの活動の中
から宍道湖やラムサール条約に関連するキーワードを持つ活
動にスポットを当て、活動事例を報告する。

キーワード▶ラムサール条約湿地　東海丘陵湧水湿地群　湿地保全　環境学習　シデコブシなど東海丘陵要素植物

キーワード▶協働取組

キーワード▶地域学習　拠点施設　環境教育　指定管理者団体

キーワード▶拠点施設　普及啓発
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ポスター発表

皆さん、中海に棲む魚や貝を知っていますか（古布で中海の魚貝を造りました）

湧水湿地研究会による東海地方の湧水湿地インベントリ作成

愛媛県西予市におけるナベヅルのため池利用について

越後平野にかろうじて残された自然「里潟」－新潟市の取り組み－

中原義之／ねこじゃらし

富田啓介／愛知学院大学

伊藤加奈／日本野鳥の会自然保護室

隅杏奈／新潟市地域・魅力創造部潟環境研究所

中海の水質は徐々に改善していますが、湖底のヘドロでア
マモ等の水草が育ちにくく、生き物にとって豊かな生息域と
は程遠い状態です。
この地域には、正月に中海のゴズを雑煮の出汁に利用した
り、赤貝の甘煮が振舞われます。しかし、マハゼは減少し、
サルボウガイはほぼ県外産で、本庄地区で飼育販売が始まっ
たばかりです。

東海地方の丘陵地には、地中よりにじみ出した水によって
形成された小規模な湿地、湧水湿地が数多く分布する。湧
水湿地は、地域固有種や絶滅危惧種のハビタットであり、
2012年には豊田市内の3つの湧水湿地群が「東海丘陵湧水湿
地群」としてラムサール条約に登録された。ところが、どこ
に、どのような湿地が、どれほど分布しているのかについて

西予市の宇和盆地は多数のため池を有しており、池干しが
行われていた頃は、冬期にナベヅル、マナヅルがねぐらとし
て、コウノトリは餌場として利用し、彼らの越冬地となって
いた。しかし、現在はそうした風習が無くなったため、ほぼ
毎年渡来するが、一時的な滞在に留まっている。

2015年秋、最大90羽のナベヅルが当該地に飛来し、主に

越後平野には、その成り立ちなどに関わらず、古くから人
と関わりの深い湖沼を「潟（かた）」と呼んでいる。これらの
潟は昭和20年代以降、干拓、水田の乾田化、都市開発など
が進むなかで、かろうじて残された貴重な自然である。新潟
市潟環境研究所は、平成26年度に設立され、新潟市の潟を「里
潟」と称し、潟と人とのより良い関係を探求し、その魅力や

中海の健全性を評価する上では、生き物の生息が鍵で、棲
む魚貝類を知り、楽しく採り、美味しく食すことが大切です。
このことが、中海がラムサール湿地登録の要素である水鳥の
生息域として、将来に繋がっていくのではないでしょうか。
まず中海の生き物を知るところから始めましょう。皆さん

は何種類の魚や貝がわかりますか。

は、不明なままである。そこで、2013年より、各地域で活
動する市民や研究者らが集まって「湧水湿地研究会」を立ち
上げ、インベントリ作成を目指して調査を続けている。調査
成果の一部は、2016年に更新された環境省の「重要湿地」に
も反映された。これまでの研究会の活動と成果を報告する。

ため池1か所をねぐらとして利用した。通常、このため池で
は12月から水を溜め始めるが、今季は工事が予定されてい
たため3月まで水位が低く保たれた。また、工事の影響を考
慮し、隣接している水田を湛水したところ、60羽のツルが
約４か月間、ため池及び冬期湛水田をねぐらとして利用し、
越冬に成功した。

価値を再発見・再構築するために、調査・研究をおこなって
いる。平成28年3月にラムサール条約登録20周年を迎えた佐
潟をはじめ、市内の4つの潟をとりあげ、現在も続く潟と人々
の関わりを描いた記録映像「潟の記憶―潟と共に生きる人々
の物語」を制作した。

キーワード▶湿地の恵み　食文化　農業・漁業　総合的学習・地域学習

キーワード▶湧水湿地　インベントリ　データベース　東海地方　市民調査

キーワード▶ため池　冬期湛水　管理手法　ナベヅル　コウノトリ

キーワード▶関係自治体　湿地の価値・人々の認識　賢明な利用　湿地の恵み
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京都・伏見のヨシ原の保全及び利活用事業

都立葛西臨海公園における市民参加型環境管理イベントの取り組み

根室市春国岱における協働によるハマナス群落復元の試み

谷津干潟自然観察センターのCEPA活動と地域協働の取組み

秋元省吾／龍谷0DEN

大原庄史／生態教育センター

善浪めぐみ／日本野鳥の会根室市春国岱原生野鳥公園

芝原達也／谷津干潟自然観察センター

我々は、環境保全活動の一環として、ヨシの社会的認知の
向上と新たな活用方法の創出を目的として、環境教育や商品
開発を行うことを主な活動指針とする団体である。
ヨシの環境を保っている地域の団体を悩ます、高齢化や担
い手不足といった問題は、我々大学生のような若者が関与す

都立葛西臨海公園にある鳥類園では、2007年度から市民
参加型環境管理イベントを実施している。このイベントでは、
2箇所の湿地において、主に水鳥が飛来する開放的な水面を
創出するための環境管理と、生き物の観察を行っている。
活動を始めてから、環境省RDBで絶滅危惧Ⅱ類のセイタ
カシギが一度ではあるが繁殖に成功し、コチドリの営巣も確

春国岱は3000年～1000年前に形成された砂州であり、約
600haの面積に樹林、草原、湿原、塩性湿地など多様な環境
があり、風蓮湖とともに2005年ラムサール条約湿地に登録
された。海岸沿いの砂丘には約3kmに及ぶハマナス群落が
あり、重要な野鳥の繁殖地として保全されてきただけでなく、
観光地としても利用されてきた。ところが2010年頃からハ
マナスの衰退がエゾシカの採食により激しくなった。そこで

谷津干潟では、大量に繁茂する緑藻アオサの腐敗による
悪臭、飛来する渡り鳥の減少などの問題を抱えている。ラ
ムサール条約が示すCEPAの各要素であるCommunication
（対話）、Capacity building（能力養成）、Education（教育）、
Participation（参加）、Awareness（普及啓発）と拠点施設とな

ることによって改善される可能性を持っている。大学生が地
域と協働することによって、より多くの地域住民が地域自然
の魅力を身近な存在として共有できるようにするのが、我々
の活動目標である。

認された。水鳥が観察しやすい環境を作り出すことで、公園
利用者からも好評を得ている。また、生き物の観察を行うこ
とで、参加者が生き物と触れあう機会となると同時に、生息
する生き物を把握することができている。
発表では、湿地の環境変化、絶滅危惧種の繁殖、外来種の

駆除、把握された生物相などを紹介する。

春国岱ネイチャーセンターの当会レンジャーと根室市の学芸
員とで計画し、2014年からハマナス群落保護による生態系
の回復を明らかにし、今後の生態系保護管理方法を探る調査
のため防鹿柵を設置した。この調査事業は、当会と根室市学
芸員と根室市が事務局を務める市民団体「根室市ワイズユー
スの会」の三者が共同で行い、それぞれの得意分野を生かし、
取り組んでいる。

る谷津干潟自然観察センターの事業がどのように対応し、課
題に取り組もうとしているのか報告する。また、環境省や大
学、研究機関、地域住民との地域協働の取組みについても報
告し、谷津干潟自然観察センターの役割や課題について考察
する。

キーワード▶ヨシ　ヨシ原　ツバメのねぐら　伏見　環境

キーワード▶市民参加　環境管理　生物多様性　自然観察

キーワード▶ビジターセンター・拠点施設　協働取組　NGO・NPO・市民活動　食害・獣害　モニタリング

キーワード▶CEPA　地域協働　拠点施設　ワイズユース　モニタリング
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ラムサール条約を活かした琵琶湖湖北地方における
世界湿地の日の活動（2011～2016）

須川恒／龍谷大学深草学舎・琵琶湖ラムサール研究会

滋賀県長浜市湖北町にある琵琶湖・水鳥湿地センターで「世
界湿地の日in湖北」の活動に2011～2016年の6年間かかわっ
た。毎年の条約事務局奨励のテーマを生かしてどう企画を進
めたか、また結果を発信したかを紹介する。各年の企画した
テーマは以下である。2011年｢条約40周年を祝う」、2012年
｢湿地ツーリズム」、2013年 ｢湿地と水」、2014年 ｢湿地と農

業(水田と生物多様性）」、2015年 ｢湿地と未来｣、2016年「湿
地と持続的な暮らし」。これらの活動の多くは、センターの
英文サイトに和文・英文で報告を掲載した。「世界湿地の日」
は、ラムサール条約を活かした活動としてもっと注目される
べきである。

キーワード▶琵琶湖　水鳥　湿地　世界湿地の日　ラムサール条約

ラムサール条約湿地登録干潟のワイズユースに係る県の役割と取組

自然と景観を守る都市と農村の交流施設「夕日の郷松川」

博多湾東部の多々良川河口域における鳥類保全に関する取り組み

藤木美和／佐賀県県民環境部有明海再生・自然環境課

岩本宗一郎／大洗町地域おこし協力隊夕日の郷松川

富山雄太／九州大学工学研究院

佐賀県では、有明海の２つの干潟が同時にラムサール条約
湿地登録されたことを契機に、ワイズユースを支える仕組み
づくりとして、主に次の３点に取り組んでいます。
① 県内市町及び県庁内のネットワークづくり（佐賀市、鹿島
市、九州環境事務所及び県の打合せ会議を定期的に開催
し情報交換を行うとともに、庁内関係課の連絡会議も開催
し、関係市町の支援や各課の強みを活かした広報を実施）

全国的に見ても珍しい汽水湖の涸沼がラムサール条約に登
録されたことで、海側にしか視線が向いていなかった大洗町
が、地域住民の声と観光客の声を形にした新しい施設の説明
をしたいと考えています。「せっかく涸沼まで来たのに何も
なかった」と言われていた涸沼でしたが、日本の夕日百選に

150万都市である福岡市の沿岸域は干潟の大部分が消失し、
高度に都市化されている。しかし、その中でも多々良川の河
口域は、良好な干潟が維持され、鳥類の貴重な生息場となっ
ている。多々良川河口域は住宅地が密集し、水際は護岸され
ており、水域から陸域へ連続性は低い。また人の利用も多く、
満潮時に鳥類が安全に休息できる陸地は少ない。そこで行政

② 市町の計画づくりへの支援（オブザーバーとして助言に
よる支援）

③ 広報・教育・参加・普及啓発（市町や庁内関係課と連携
して広報・普及啓発(当課ではアイスクリーム包装紙や
新聞への広告、干潟の生き物図鑑サイト開設)、環境副
読本への掲載などを実施）

選ばれていたり、天然うなぎやしじみ、水鳥など自然と共に
時間がゆっくりと流れていく素晴らしい場所です。地域の人
でしか感じることのできなかった自然に触れてもらえる施設
になっております。

と連携して、小規模な休息場の創出を行った。その結果、創
出した休息場は多種の鳥類に利用されることが分かった。都
市域の水辺においては、小規模な取り組みであっても、鳥類
の保全のためには重要であることが示唆された。また、我々
が同地域で行っているCEPAの取り組みも紹介する。

キーワード▶湿地の価値・人々の認識　賢明な利用　湿地の恵み　情報発信

キーワード▶夕日　汽水湖　交流施設　体験事業　地域交流

キーワード▶都市部　鳥類　保全　休息場　CEPA

ポスター発表
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持続可能な環境教育の取り組みについて
～ KODOMOラムサール湿地交流in浜頓別～

小西敢／浜頓別クッチャロ湖水鳥観察館

クッチャロ湖は、平成元年に国内第３番目のラムサール条
約登録湿地に登録された。平成７年には、環境省による水鳥
観察館も整備され、地域住民や来訪者へ自然環境や湿地につ
いての普及啓発を行ってきた。平成21年には、登録20周年
を記念して、ジュニア活動を開始し、KODOMOラムサー
ルも開催した。

今年は、本町の開村100周年・町制施行65周年の記念すべ
き年となり、再びKODOMOラムサールを開催。次の100
年につながる取り組みとして、地域住民や各種団体の協力を
得ながら、子ども達の受け入れを行ってきた。湿地で活動す
る子ども達は、地域で育てていく必要がある。この事を認識
してもらうための取り組みを紹介する。

キーワード▶環境教育　KODOMOラムサール　クッチャロ湖　持続可能　ESD

侵入アオサ類によるグリーンタイドが谷津干潟の生態系に及ぼす影響

湖北はくちょう米の創出とワイズユース

矢部徹／国立環境研究所生物・生態系環境研究センター生態系機能評価研究室

山口啓子／宍道湖・中海汽水湖研究所

谷津干潟は面積約40ヘクタール、平均水深1ｍ弱で、周り
をコンクリートで固められた長方形のプールさながらの形状
で、様々な経緯のもと湾岸地域の開発から取り残された半自
然干潟です。多くの市民の努力で1993年に我が国で最初の
ラムサール条約登録干潟となりましたが、干潟内にアオサ類
の繁茂が確認されたのもその頃であり、干潟の大部分にアオ
サ類が繁茂するようになったのは2000年頃です（Yabe et al. 
2009）。ラムサール登録湿地として「水鳥」「渡り鳥」あるいは

活動の対象地は、2005年、隣接する中海とともにラムサー
ル条約登録湿地となった宍道湖の北部に位置する水田である。
湿地登録された年、私たちは周辺農家とともに「ラムサール田
んぼの会」を立ち上げた。以後10年間、「ラムサール田んぼ」（冬
季湛水田；ふゆみず田んぼ）にコハクチョウを集中させること
による有機農法の可能性を探り、ブランド米の創出に取り組
んできた。本農法は、コハクチョウの糞による施肥効果や採

「シギ・チドリ」の姿を連想して谷津干潟を訪れた人々は、現
在の谷津干潟で最も優占している生物がアオサ類であること
を干潮時、眼前に広がる一面緑色の光景で知ることとなります。
私たちは、アオサが増えた要因とその影響評価について研

究を継続してきています。今回は得られた研究データの一部
を紹介し、谷津干潟でアオサ種が大量発生した経過や要因を
報告し、増えたアオサが人間を含む谷津干潟を中心とした環
境へ及ぼす影響についての知見についても報告します。

餌行動、水田の形態（冬季湛水田）による除草効果の恩恵によ
り、化学肥料や農薬に頼らない「安心、安全」な米作りを可能
にした。
農漁業を含む地域産業が、水域と共に安定的に持続する仕
組みを確立するためにも、当水域の登録湿地の範囲を「周辺
水田」へと拡大することを目指している。

キーワード▶谷津干潟　侵入種　アオサ　グリーンタイド　影響評価

キーワード▶コハクチョウ　ラムサール田んぼの会　ふゆみず田んぼ　生きもの　農業・漁業の共生






